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1. 概要 

  本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準

規則」という。）第 7条及びその「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

の解釈」（以下「解釈」という。）に適合し，技術基準規則第 54 条及びその解釈に規定される「重

大事故等対処設備」を踏まえた重大事故等対処設備に配慮する設計とするため，Ⅵ-1-1-3「発電

用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうちⅥ-1-1-3-3-3「竜巻防護に

関する施設の設計方針」（以下「Ⅵ-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」」という。）

に基づき，竜巻の影響を考慮する施設が，設計竜巻に対して要求される強度を有することを確認

するための強度評価方針について説明するものである。 

  強度評価は，Ⅵ-1-1-3「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」の

うちⅥ-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」（以下「Ⅵ-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関

する基本方針」」という。）に示す適用規格を用いて実施する。 

  なお，防護対策施設の設計方針については，Ⅵ-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」

に示し，具体的な計算の方法及び結果は，Ⅵ-3-別添 1-4「防護対策施設の強度計算書」に示す。

また，屋外の重大事故等対処設備の固縛装置の設計方針については，Ⅵ-3-別添 1-3「固縛装置の

強度計算の方針」に示し，具体的な計算の方法及び結果は，Ⅵ-3-別添 1-10「固縛装置の強度計

算書」に示す。 

  その他の竜巻の影響を考慮する施設の具体的な計算の方法及び結果は，Ⅵ-3-別添 1-5「竜巻よ

り防護すべき施設を内包する施設の強度計算書」からⅥ-3-別添 1-9「波及的影響を及ぼす可能性

がある施設の強度計算書」に示す。 

  コントロール建屋，廃棄物処理建屋，サービス建屋及び 6号機主排気筒の強度に関する説明は，

令和 2年 10 月 14 日付け原規規発第 2010147 号にて認可された柏崎刈羽原子力発電所第 7号機の

設計及び工事の計画のⅤ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」による。 
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2. 強度評価の基本方針 

  強度評価は，「2.1 評価対象施設」に示す評価対象施設を対象として，「4.1 荷重及び荷重

の組合せ」で示す設計竜巻荷重及びそれと組み合わせる荷重を適切に組み合わせた荷重により生

じる応力等が「4.2 許容限界」で示す許容限界内にあることを「5. 強度評価方法」に示す計算

方法を使用し，「6. 適用規格」に示す適用規格を用いて確認する。 

 

 2.1 評価対象施設 

   Ⅵ-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」にて構

造強度上の性能目標を設定している竜巻の影響を考慮する施設を強度評価の対象とする。強度

評価を行うにあたり，評価対象施設を以下のとおり分類することとし，表 2－1に示す。 

 

  (1) 竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建屋） 

    設計竜巻荷重及びそれと組み合わせる荷重に対し構造強度を維持する必要がある，屋外の

外部事象防護対象施設のうち，屋内の竜巻より防護すべき施設を防護する外殻となる，竜巻

より防護すべき施設を内包する施設（建屋）とする。 

 

  (2) 屋外の外部事象防護対象施設（建屋を除く。） 

    設計竜巻荷重及びそれと組み合わせる荷重に対し構造強度を維持する必要がある，屋外の

外部事象防護対象施設（建屋を除く。）とする。 

 

  (3) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設 

    設計竜巻荷重及びそれと組み合わせる荷重に対し構造強度を維持する必要がある，外気と

繋がっている屋内の外部事象防護対象施設とする。 

 

  (4) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設 

    設計竜巻荷重及びそれと組み合わせる荷重に対し構造強度を維持する必要がある，外部事

象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設とする。 

 

 2.2 評価方針 

   竜巻の影響を考慮する施設は，Ⅵ-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要

求機能及び性能目標」にて設定している構造強度設計上の性能目標を達成するため，「2.1 評

価対象施設」で分類した施設ごとに，竜巻に対する強度評価を実施する。 

   強度評価の評価方針は，それぞれ「衝突評価」の方針及び「構造強度評価」の方針に分類で

き，評価対象施設はこれらの評価を実施する。 

   外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設の

強度評価は，防護措置として設置する防護対策施設，竜巻より防護すべき施設を内包する施設

の強度評価を踏まえたものであるため，防護対策施設，竜巻より防護すべき施設を内包する施

設について示したうえで，外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に波及的影響を及

ぼす可能性がある施設について示す。 
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  2.2.1 評価の分類 

   (1) 衝突評価 

     衝突評価は，竜巻による設計飛来物による衝撃荷重に対する直接的な影響の評価として，

評価対象施設が，貫通，貫入，ひずみの変形が生じた場合においても，当該施設の機能を

維持可能な変形に留めることを確認する評価とする。 

     評価対象施設の構造及び当該施設の機能を考慮し，設計飛来物の衝突により想定される

損傷モードを以下のとおり分類し，それぞれの評価方針を設定する。 

 

    a. 建屋・構造物 

     (a) 貫通 

     (b) ひずみ 

 

    b. 機器・配管系 

     (a) 貫入 

     (b) ひずみ 

 

   (2) 構造強度評価 

     構造強度評価は，竜巻の風圧力による荷重，気圧差による荷重及び設計飛来物による衝

撃荷重により生じる応力等に対し，評価対象施設及びその支持構造物が，当該施設の機能

を維持可能な構造強度を有することを確認する評価とする。構造強度評価は，構造強度に

より閉止性及び開閉機能を確保することの評価を含む。 

     構造強度評価は，評価対象施設の構造を考慮し，以下の分類ごとに評価方針を設定する。 

 

    a. 建屋・構造物 

      以下の「(a) 鉄筋コンクリート造構造物」は，構造を踏まえた評価項目を抽出し分類

する。 

 

     (a) 鉄筋コンクリート造構造物 

      イ. 裏面剥離 

      ロ. 転倒及び脱落 

      ハ. 変形 

 

     (b) 主排気筒 

 

    b. 機器・配管系 

     (a) 軽油タンク 

     (b) 吸気配管 

     (c) ダンパ 

     (d) ダクト 
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     (e) バタフライ弁 

     (f) ファン 

     (g) 消音器 

     (h) 排気管及びミスト管 

 

表2－1 強度評価における施設分類 

強度評価における分類 施設名称 

(1) 竜巻より防護すべき施設

を内包する施設（建屋） 

・原子炉建屋 

・タービン建屋海水熱交換器区域 

（コントロール建屋）＊ 

（廃棄物処理建屋）＊ 

(2) 屋外の外部事象防護対象

施設（建屋を除く。） 

・軽油タンク 

(3) 外気と繋がっている屋内

の外部事象防護対象施設 

・非常用ディーゼル発電設備吸気配管 

・ダンパ（換気空調系） 

・角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系） 

・バタフライ弁（換気空調系） 

・ファン（換気空調系） 

(4) 外部事象防護対象施設に

波及的影響を及ぼす可能

性がある施設 

 a. 機械的影響を及ぼす可能

性がある施設 

 b. 機能的影響を及ぼす可能

性がある施設 

a. 機械的影響を及ぼす可能性がある施設 

 ・5号機タービン建屋 

 ・5号機主排気筒 

 （サービス建屋）＊ 

 （6号機主排気筒）＊ 

b. 機能的影響を及ぼす可能性がある施設 

 ・非常用ディーゼル発電設備排気消音器 

 ・非常用ディーゼル発電設備排気管 

 ・ミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発電設備

機関本体，潤滑油補給タンク，燃料油ドレンタンク） 

注記＊：令和 2 年 10 月 14 日付け原規規発第 2010147 号にて認可された柏崎刈羽原子力発電所第 7

号機の設計及び工事の計画のⅤ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」

による。 
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3. 構造強度設計 

  Ⅵ-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」で設定している設計竜巻に対し，「2.1 評価

対象施設」で設定している施設が，構造強度設計上の性能目標を達成するよう，Ⅵ-1-1-3-3-3「竜

巻防護に関する施設の設計方針」の「4. 機能設計」で設定している各施設が有する機能を踏ま

え，構造強度の設計方針を設定する。 

  各施設の構造強度の設計方針を設定し，設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，各施

設の構造強度を維持するよう構造設計と評価方針を設定する。 

 

 3.1 構造強度の設計方針 

   Ⅵ-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定

している構造強度設計上の性能目標を達成するための設計方針を「2.1 評価対象施設」で設定

している評価対象施設分類ごとに示す。 

 

  (1) 竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建屋） 

    原子炉建屋及びタービン建屋海水熱交換器区域は，Ⅵ-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設

の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(2)c. 性能目標」で設定している構

造強度設計上の性能目標を踏まえ，設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，設計飛

来物が竜巻より防護すべき施設に衝突することを防止するために，設計飛来物が竜巻より防

護すべき施設を内包する施設の外殻を構成する部材を貫通せず，また，竜巻より防護すべき

施設に波及的影響を与えないために，竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻を構成

する部材自体の転倒及び脱落が生じない設計とする。また，原子炉建屋は上記に加え，放射

性物質の閉じ込め機能を維持するために，設計飛来物が建屋の外殻を構成する部材を貫通せ

ず，また裏面剥離が生じず，Ⅵ-2「耐震性に関する説明書」のうちⅥ-2-1-9「機能維持の基

本方針」の「4.3 気密性の維持」を踏まえ，屋根スラブ及び耐震壁に生じる応力やひずみが，

おおむね弾性状態にとどまる設計とする。 

 

  (2) 屋外の外部事象防護対象施設（建屋を除く。） 

   a. 軽油タンク 

     軽油タンクは，Ⅵ-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及

び性能目標」の「3.1(1)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏ま

え，設計竜巻の風圧力による荷重，設計飛来物による衝撃荷重及びその他考慮すべき荷重

に対し，屋外の軽油タンクエリアに設けた基礎に基礎ボルトで固定し，軽油タンクの主要

な構造部材が非常用所内母線へ 7日間の電源供給が継続できるよう燃料を保有する機能を

維持可能な構造強度を有する設計とする。 

     また，設計竜巻による設計飛来物による衝撃荷重に対し，有意な変形を生じない設計と

する。 
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  (3) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設 

   a. 非常用ディーゼル発電設備吸気配管 

     非常用ディーゼル発電設備吸気配管は，Ⅵ-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方

針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(3)c. 性能目標」で設定している構造強度

設計上の性能目標を踏まえ，設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対

し，原子炉建屋の壁面等にサポートで支持し，主要な構造部材が流路を確保する機能を維

持可能な構造強度を有する設計とする。 

 

   b. ダンパ（換気空調系） 

     ダンパ（換気空調系）は，Ⅵ-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要

求機能及び性能目標」の「3.1(3)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目

標を踏まえ，設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，換気空調系

のダクトに固定し，開閉可能な機能及び閉止性の維持を考慮して主要な構造部材が構造健

全性を維持する設計とする。 

 

   c. 角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系） 

     角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）は，Ⅵ-1-1-3-3-3「竜巻防護に関

する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(3)c. 性能目標」で設定

している構造強度設計上の性能目標を踏まえ，設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考

慮すべき荷重に対し，原子炉建屋，タービン建屋，コントロール建屋の壁面等にサポート

で支持し，主要な構造部材が流路を確保する機能を維持可能な構造強度を有する設計とす

る。 

 

   d. バタフライ弁（換気空調系） 

     バタフライ弁（換気空調系）は，Ⅵ-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の

「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(3)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上

の性能目標を踏まえ，設計竜巻の気圧差による荷重に対し，換気空調系のダクトに固定し，

開閉可能な機能及び閉止性の維持を考慮して主要な構造部材が構造健全性を維持する設計

とする。 

 

   e. ファン（換気空調系） 

     ファン（換気空調系）は，Ⅵ-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要

求機能及び性能目標」の「3.1(3)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目

標を踏まえ，設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，原子炉建屋，

タービン建屋，コントロール建屋の床面等に基礎ボルトで固定し，主要な構造部材が非常

用電気品区域，非常用ディーゼル発電機，中央制御室，コントロール建屋計測制御電源盤

区域及び海水熱交換器区域の冷却に必要な風量を送風する機能を維持可能な構造強度を有

する設計とする。 
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    「(3) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設」の屋内の外部事象防護対象施設

の設計フローを図 3－1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－1 屋内の外部事象防護対象施設の設計フロー 

竜巻防護設計 

基本設計条件 

・設計荷重 

・荷重条件 

気圧差による荷重 

に対する強度評価 

防護措置 

外気と繋がって 

いるか 

許容値を 

満足するか 

設計終了 

Yes 

No 

Yes 

No 
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  (4) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設 

   a. 機械的影響を及ぼす可能性がある施設 

    (a) 5 号機タービン建屋 

      5 号機タービン建屋は，Ⅵ-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要

求機能及び性能目標」の「3.4(3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目

標を踏まえ，設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，竜巻より防護すべき施設

を内包するタービン建屋海水熱交換器区域に接触による影響を及ぼさない設計とする。 

 

    (b) 5 号機主排気筒 

      5 号機主排気筒は，Ⅵ-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求

機能及び性能目標」の「3.4(3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標

を踏まえ，設計竜巻の風圧力による荷重，設計飛来物による衝撃荷重及びその他考慮す

べき荷重に対し，軽油タンク及び竜巻より防護すべき施設を内包する原子炉建屋に倒壊

による影響を及ぼさない設計とする。 

 

   b. 機能的影響を及ぼす可能性がある施設 

    (a) 非常用ディーゼル発電設備排気消音器 

      非常用ディーゼル発電設備排気消音器は，Ⅵ-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設

計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.4(3) 性能目標」で設定している構造

強度設計上の性能目標を踏まえ，設計竜巻の風圧力による荷重及びその他考慮すべき荷

重に対し，排気機能を維持するために，建屋屋上に設けたコンクリート基礎にボルトで

固定し，主要な構造部材が排気機能を維持可能な構造強度を有する設計とする。 

 

    (b) 非常用ディーゼル発電設備排気管 

      非常用ディーゼル発電設備排気管は，Ⅵ-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方

針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.4(3) 性能目標」で設定している構造強度

設計上の性能目標を踏まえ，設計竜巻の風圧力による荷重及びその他考慮すべき荷重に

対し，排気機能を維持するために，サポートによる支持で建屋床面等に固定し，主要な

構造部材が排気機能を維持可能な構造強度を有する設計とする。 

 

    (c) ミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発電設備機関本体，潤滑油補給タンク，

燃料油ドレンタンク） 

      ミスト管は，Ⅵ-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及

び性能目標」の「3.4(3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏ま

え，設計竜巻の風圧力による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，通気機能を維持す

るために，サポートによる支持で建屋壁面等に固定し，主要な構造部材が通気機能を維

持可能な構造強度を有する設計とする。 
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 3.2 機能維持の方針 

   Ⅵ-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定

している構造強度上の性能目標を達成するために，「3.1 構造強度の設計方針」に示す設計方

針を踏まえ，Ⅵ-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及

び許容限界」で設定している荷重を適切に考慮して，各施設の構造設計及びそれを踏まえた評

価方針を設定する。 

 

  (1) 竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建屋） 

    竜巻より防護すべき施設を内包する施設の機能維持の方針は，施設の設置状況に応じ，以

下の方針とする。 

 

   a. 建屋（原子炉建屋及びタービン建屋海水熱交換器区域） 

    (a) 構造設計 

      建屋は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びⅥ-1-1-3-3-1「竜

巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定して

いる荷重を踏まえ，以下の構造とする。 

      建屋に作用する荷重は，外殻を構成する屋根スラブ及び外壁に作用し，建屋内に配置

された耐震壁又は鉄骨架構を介し，直接岩盤等に支持する基礎版へ伝達する構造とする。 

      建屋の構造計画を表 3－1に示す。 

 

    (b) 評価方針 

     イ. 衝突評価 

       建屋の衝突評価については，設計飛来物が竜巻より防護すべき施設の外殻を構成す

る部材を貫通しない設計及び原子炉建屋の放射性物質の閉じ込め機能を維持する設計

とするために，設計飛来物による衝撃荷重に対し，当該部材が設計飛来物の貫通を生

じない最小厚さ以上であることを計算により確認する。評価方法としては，「5.1.1(3) 

強度評価方法」に示す限界厚さ評価式により算出した厚さを基に評価を行う。最小厚

さ以上であることの確認ができない屋根スラブについては，鉄筋又はデッキプレート

が終局状態に至るようなひずみが生じないことを解析により確認する。評価方法とし

ては，FEM を用いた解析により算出したひずみを基に評価を行う。 

 

     ロ. 構造強度評価 

       建屋の構造強度評価については，竜巻より防護すべき施設に波及的影響を与えない

確認として，設計飛来物による衝撃荷重に対し，建屋の外殻を構成する部材自体の脱

落を生じない設計及び原子炉建屋の放射性物質の閉じ込め機能を維持する設計とする

ために，外殻となる屋根スラブ及び壁面のうち，コンクリートの裏面剥離により内包

する外部事象防護対象施設への影響が考えられる箇所については，裏面剥離によるコ

ンクリート片の飛散が生じない最小厚さ以上であることを計算により確認する。評価

方法としては，「5.1.1(3) 強度評価方法」に示す限界厚さ評価式により算出した厚
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さを基に評価を行う。最小厚さ以上であることの確認ができない屋根スラブについて

は，デッキプレートが終局状態に至るようなひずみが生じないことを解析により確認

する。評価方法としては，FEM を用いた解析により算出したひずみを基に評価を行う。 

       また，建屋を構成する部材自体の転倒及び脱落を生じない設計及び原子炉建屋の放

射性物質の閉じ込め機能を維持する設計とするため，設計竜巻荷重及びその他考慮す

べき荷重に対し，屋根スラブのデッキプレート，屋根スラブのスタッド及び外壁に終

局状態に至るような応力又はひずみが生じないこと，加えて鉄骨架構に終局状態に至

る変形を生じないことを計算及び解析により確認する。評価方法としては，「5.1.1(3) 

強度評価方法」に示す強度評価式により算出した応力並びに建屋の地震応答解析モデ

ルを用いて算出したせん断ひずみ又は層間変形角を基に評価を行う。 

 

表 3－1 建屋の構造計画（1/3） 

施設 

分類 
施設名称 

計画の概要 
説明図 

主体構造 支持構造 

建屋 

【位置】 

 

6 号機タービン建屋 

6 号機原子炉建屋 
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表 3－1 建屋の構造計画（2/3） 

施設 

名称 

計画の概要 
説明図 

主体構造 支持構造 

原
子
炉
建
屋 

鉄筋コンク

リ ー ト 造

（一部鉄骨

鉄筋コンク

リート造及

び鉄骨造）

で 構 成 す

る。 

荷重は建屋

の外殻を構

成する屋根

及び外壁に

作用し，建

屋内に配置

された耐震

壁 等 を 介

し，基礎版

へ伝達する

構 造 と す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：m） 

（東西方向断面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：m） 

（南北方向断面） 

屋根トラス 

屋根スラブ 

屋根トラス 

屋根スラブ 

59.6 

56.6 
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表 3－1 建屋の構造計画（3/3） 

施設 

名称 

計画の概要 
説明図 

主体構造 支持構造 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
海
水
熱
交
換
器
区
域 

鉄筋コンク

リ ー ト 造

（一部鉄骨

鉄筋コンク

リート造及

び鉄骨造）

で 構 成 す

る。 

荷重は建屋

の外殻を構

成する屋根

及び外壁に

作用し，建

屋内に配置

された耐震

壁 等 を 介

し，基礎版

へ伝達する

構 造 と す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：m） 

（東西方向断面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：m） 

（南北方向断面） 

 

81.0 

屋根スラブ 

屋根トラス 

屋根スラブ 

96.0 

屋根スラブ 

屋根トラス 

‐ 



 

13 

K
6
 
①
 Ⅵ

-
3-
別
添

1
-1
 
R
0 

  (2) 屋外の外部事象防護対象施設（建屋を除く。） 

   a. 軽油タンク 

    (a) 構造設計 

      軽油タンクは，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びⅥ-1-1-3-

3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設

定している荷重を踏まえ，以下の構造とする。 

      軽油タンクは鋼製の平底たて置円筒形容器を主体構造とし，コンクリート基礎に基礎

ボルトで固定する構造とする。また，作用する荷重については，胴板を介して基礎ボル

トに伝達する構造とする。 

      軽油タンクの構造計画を表 3－2に示す。 

 

    (b) 評価方針 

     イ. 衝突評価 

       軽油タンクの衝突評価については，設計飛来物が軽油タンクの外殻を構成する部材

を貫通しない設計とするために，設計飛来物による衝撃荷重に対し，当該部材が設計

飛来物の貫通を生じない貫通限界厚さ以上であることを計算により確認する。評価方

法としては，「5.2.1(3) 強度評価方法」に示す強度評価式により算出した厚さを基

に評価を行う。 

       更に終局状態に至るようなひずみを生じないことを解析により確認する。評価方法

としては，FEM を用いた解析により算出したひずみを基に評価を行う。 

 

     ロ. 構造強度評価 

       軽油タンクの構造強度評価については，設計竜巻の風圧力による荷重，設計飛来物

による衝撃荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，軽油タンクを構成する胴板及び基

礎ボルトに生じる応力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法と

しては，「5.2.1(3) 強度評価方法」に示すとおり，評価式により算出した応力を基

に評価を行う。 
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表 3－2 軽油タンクの構造計画 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

軽油タンクは，軽油タンクエリアに設置する設計としている。 

軽油タンク 

鋼製の胴板で

構成する平底

たて置円筒形

容器 

容器底部をコ

ンクリート基

礎に基礎ボル

ト で 固 定 す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎ボルト 

正面図

基礎図
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  (3) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設 

   a. 非常用ディーゼル発電設備吸気配管 

    (a) 構造設計 

      非常用ディーゼル発電設備吸気配管は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している

設計方針及びⅥ-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組

合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ，以下の構造とする。 

      非常用ディーゼル発電設備吸気配管は鋼製の配管を主体構造とし，支持構造物により

床等に支持する構造とする。また，作用する荷重については，配管本体に作用する構造

とする。 

      非常用ディーゼル発電設備吸気配管の構造計画を表 3－3 に示す。 

 

    (b) 評価方針 

     イ. 構造強度評価 

       非常用ディーゼル発電設備吸気配管の構造強度評価については，設計竜巻の気圧差

による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，配管本体に生じる応力が許容応力以下

であることを計算により確認する。評価方法としては，「5.2.2(3) 強度評価方法」

に示すとおり，評価式により算出した応力を基に評価を行う。 

 

表 3－3 非常用ディーゼル発電設備吸気配管の構造計画 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

非常用ディーゼル発電設備吸気配管は，十分な強度を有する建屋（原子炉建屋）内に設置する

設計としている。 

非常用ディ

ーゼル発電

設備吸気配

管 

鋼製の配管で

構成する。 

配管は，支持

構造物により

床等から支持

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸気配管 

支持構造物 
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   b. ダンパ（換気空調系） 

    (a) 構造設計 

      ダンパ（換気空調系）は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び

Ⅵ-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容

限界」で設定している荷重を踏まえ，以下の構造とする。 

      ダンパ（換気空調系）は鋼製のケーシング，ベーン及びシャフトを主体構造とし，接

続ダクトにより支持する構造とする。また，作用する荷重については，ケーシング及び

ベーンに作用し，ベーンを介してシャフトに伝達する構造とする。 

      ダンパ（換気空調系）の構造計画を表 3－4 に示す。 

 

    (b) 評価方針 

     イ. 構造強度評価 

       ダンパ（換気空調系）の構造強度評価については，開閉可能な機能及び閉止性を考

慮して，設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，発生する応

力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法としては，「5.2.3(3) 

強度評価方法」に示すとおり，評価式により算出した応力を基に評価を行う。 

 

表 3－4 ダンパ（換気空調系）の構造計画 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

ダンパ（換気空調系）は，十分な強度を有する建屋（原子炉建屋，タービン建屋海水熱交換器

区域及びコントロール建屋）内に設置する設計としている。 

ダンパ（換

気空調系） 

ケーシング，

ベーン及びシ

ャフトで構成

する。 

接続ダクトに

よ り 支 持 す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケーシング 

ベーン 

シャフト 
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   c. 角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系） 

    (a) 構造設計 

      角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）は，「3.1 構造強度の設計方針」

で設定している設計方針及びⅥ-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の

「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ，以下の構造と

する。 

      角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）は，鋼製のダクトを主体構造と

し，支持構造物により建屋壁，床及び梁等に支持する構造とする。また，作用する荷重

については，ダクト鋼板に作用する構造とする。 

      角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）の構造計画を表 3－5に示す。 

 

    (b) 評価方針 

     イ. 構造強度評価 

       角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）の構造強度評価については，

設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，角ダクト（換気空調

系）及び丸ダクト（換気空調系）を構成するダクト鋼板に生じる応力が許容応力以下

であることを計算により確認する。評価方法としては，ダクト形状で評価方法を分類

し「5.2.4(3) 強度評価方法」及び「5.2.5(3) 強度評価方法」に示すとおり，評価

式により算出した応力を基に評価を行う。 

 

表 3－5 角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）の構造計画 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト（換気空調系）は，十分な強度を有する建屋（原子炉建

屋，タービン建屋海水熱交換器区域及びコントロール建屋）内に設置する設計としている。 

角 ダ ク ト

（換気空調

系）及び丸

ダクト（換

気空調系） 

鋼製のダクト

で構成する。 

ダクトは，支

持構造物によ

り建屋壁，床

及び梁等から

支持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダクト鋼板 

【角ダクト】 

ダクト 

支持構造物 

建屋壁・床/梁等 

ダクト鋼板 

【丸ダクト】 
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   d. バタフライ弁（換気空調系） 

    (a) 構造設計 

      バタフライ弁（換気空調系）は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方

針及びⅥ-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及

び許容限界」で設定している荷重を踏まえ，以下の構造とする。 

      バタフライ弁（換気空調系）は鋼製の弁箱，弁体及び弁棒で構成し，接続ダクトによ

り支持する構造とする。内部の弁体，弁棒が回転することにより弁の開閉動作を行う構

造とし，閉止時には，上流と下流の圧力差が気密性を有する弁の耐圧部に作用する構造

とする。 

      バタフライ弁（換気空調系）の構造計画を表 3－6に示す。 

 

    (b) 評価方針 

     イ. 構造強度評価 

       バタフライ弁（換気空調系）の構造強度評価については，開閉可能な機能及び閉止

性を考慮して，設計竜巻の気圧差による荷重が，バタフライ弁の試験圧力以下である

ことを確認する。評価方法としては，「5.2.6(3) 強度評価方法」に示すとおり，バ

タフライ弁の試験圧力と気圧差を基に評価を行う。 

 

表 3－6 バタフライ弁（換気空調系）の構造計画 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

バタフライ弁（換気空調系）は，十分な強度を有する建屋（コントロール建屋）内に設置する

設計としている。 

バタフライ

弁（換気空

調系） 

弁箱，弁体及

び弁棒で構成

する。 

接続ダクトに

よ り 支 持 す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダクト バタフライ弁 

弁体 
弁箱 

弁棒 
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   e. ファン（換気空調系） 

    (a) 構造設計 

      ファン（換気空調系）は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び

Ⅵ-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容

限界」で設定している荷重を踏まえ，以下の構造とする。 

      ファン（換気空調系）は流路を形成するケーシング，冷却するための空気を送り込む

羽根車及び原動機からの回転力を伝達する主軸で形成し，床に基礎ボルトで支持する構

造とする。 

      ファン（換気空調系）の構造計画を表 3－7 に示す。 

 

    (b) 評価方針 

     イ. 構造強度評価 

       ファン（換気空調系）の構造強度評価については，設計竜巻の気圧差による荷重及

びその他考慮すべき荷重に対し，発生する応力が許容応力以下であることを計算によ

り確認する。評価方法としては，「5.2.7(3) 強度評価方法」に示すとおり，評価式

により算出した応力を基に評価を行う。 

 

表 3－7 ファン（換気空調系）の構造計画 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

ファン（換気空調系）は，十分な強度を有する建屋（原子炉建屋，タービン建屋海水熱交換器

区域及びコントロール建屋）内に設置する設計としている。 

ファン（換

気空調系） 

ケーシング及

びケーシング

内の羽根車，

主軸で構成す

る。 

床に基礎ボル

ト で 支 持 す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケーシング 

羽根車 

主軸 
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  (4) 波及的影響を及ぼす可能性がある施設 

   a. 機械的影響を及ぼす可能性がある施設 

    (a) 5 号機タービン建屋 

     イ. 構造設計 

       5 号機タービン建屋は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び

Ⅵ-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許

容限界」で設定している荷重を踏まえ，以下の構造とする。 

       5 号機タービン建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄

骨造）とし，荷重は建屋の外殻を構成する屋根及び外壁に作用し，建屋内に配置され

た耐震壁等を介し，基礎版へ伝達する構造とする。 

       5 号機タービン建屋の構造計画を表 3－8に示す。 

 

     ロ. 評価方針 

     (イ) 構造強度評価 

        5 号機タービン建屋の構造強度評価については，設計竜巻荷重及びその他考慮す

べき荷重に対し，5 号機タービン建屋がタービン建屋海水熱交換器区域に接触する

変形を生じないことを計算により確認する。評価方法としては，5 号機タービン建

屋の地震応答解析モデルを用いて算出した層間変形角及び 5号機タービン建屋とタ

ービン建屋海水熱交換器区域間の最小相対変位を基に評価を行う。 

 

表 3－8 5 号機タービン建屋の構造計画（1/2） 

施設 

分類 

施設名称 計画の概要 
説明図 

主体構造 支持構造 

建屋 

【位置】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5号機タービン建屋

6号機タービン建屋
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表 3－8 5 号機タービン建屋の構造計画（2/2） 

施設 

名称 

計画の概要 
説明図 

主体構造 支持構造 

５
号
機
タ
ー
ビ
ン
建
屋 

鉄筋コンク

リ ー ト 造

（一部鉄骨

鉄筋コンク

リート造及

び鉄骨造）

で 構 成 す

る。 

荷重は建屋

の外殻を構

成する屋根

及び外壁に

作用し，建

屋内に配置

された耐震

壁 等 を 介

し，基礎版

へ伝達する

構 造 と す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：m） 

（東西方向断面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：m） 

（南北方向断面） 

 

 

120.0 

屋根スラブ 
屋根トラス 

屋根スラブ 

屋根トラス 
屋根スラブ 

75.0 
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    (b) 5 号機主排気筒 

     イ. 構造設計 

       5 号機主排気筒は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びⅥ-

1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限

界」で設定している荷重を踏まえ，以下の構造とする。 

       5 号機主排気筒の筒身は，鋼管を主体構造とし，筒身を鉄塔がサポートにより支持

する構造とする。また，作用する荷重については，筒身及び鉄塔を介して基礎に伝達

する構造とする。 

       5 号機主排気筒の構造計画を表 3－9に示す。 

 

     ロ. 評価方針 

     (イ) 構造強度評価 

        5 号機主排気筒の構造強度評価については，設計竜巻の風圧力による荷重，設計

飛来物による衝撃荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，鉄塔及び基礎に生じる応

力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法としては，「5.1.2(3) 

強度評価方法」に示すとおり，評価式により算出した応力を基に評価を行う。 
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表 3－9 5 号機主排気筒の構造計画 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

5号機主排気筒は，5号機原子炉建屋の東側に設置する設計としている。 

5号機主排

気筒 

鋼管で構成す

る。 

筒身を鉄塔が

サポートによ

り支持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：mm） 

 

筒身 

鉄塔 

▽ T.M.S.L. 12000（G.L.） 

▽ T.M.S.L. 47500 

▽ T.M.S.L. 73000 

▽ T.M.S.L. 94000 

▽ T.M.S.L. 112000 

▽ T.M.S.L. 126000 

▽ T.M.S.L. 160000 

▽ T.M.S.L. 137000 

▽ T.M.S.L. 152000 
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   b. 機能的影響を及ぼす可能性がある施設 

    (a) 非常用ディーゼル発電設備排気消音器 

     イ. 構造設計 

       非常用ディーゼル発電設備排気消音器は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定して

いる設計方針及びⅥ-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷

重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ，以下の構造とする。 

       非常用ディーゼル発電設備排気消音器は，鋼製の胴板を主体構造とし，原子炉建屋

屋上面に設けたコンクリート基礎部金物に本体を取付ボルトで固定する構造とする。

また，作用する荷重については，非常用ディーゼル発電設備排気消音器を介し，取付

ボルトに伝達する構造とする。 

       非常用ディーゼル発電設備排気消音器の構造計画を表 3－10 に示す。 

 

     ロ. 評価方針 

     (イ) 構造強度評価 

        非常用ディーゼル発電設備排気消音器の構造強度評価については，設計竜巻の風

圧力による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，非常用ディーゼル発電設備排気

消音器の取付ボルトに生じる応力が許容応力以下であることを計算により確認する。

評価方法としては，「5.2.8(3) 強度評価方法」に示すとおり，評価式により算出

した応力を基に評価を行う。 

 

表 3－10 非常用ディーゼル発電設備排気消音器の構造計画 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

非常用ディーゼル発電設備排気消音器は，原子炉建屋屋上面に設置する設計としている。 

非常用デ

ィーゼル

発電設備

排気消音

器 

鋼製の胴板

で 構 成 す

る。 

原子炉建屋

屋上面に設

けたコンク

リート基礎

部金物に本

体を取付ボ

ルトで固定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

胴板 

取付ボルト 

建屋屋上面 
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    (b) 非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル

発電設備機関本体，潤滑油補給タンク，燃料油ドレンタンク） 

     イ. 構造設計 

       非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼ

ル発電設備機関本体，潤滑油補給タンク，燃料油ドレンタンク）は，「3.1 構造強度

の設計方針」で設定している設計方針及びⅥ-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本

方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ，以

下の構造とする。 

       非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼ

ル発電設備機関本体，潤滑油補給タンク，燃料油ドレンタンク）は，鋼製の配管を主

体構造とし，支持構造物により建屋床面等に固定する構造とする。また，作用する荷

重については，配管本体に作用する構造とする。 

       非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼ

ル発電設備機関本体，潤滑油補給タンク，燃料油ドレンタンク）の構造計画を表 3－

11 に示す。 

 

     ロ. 評価方針 

     (イ) 構造強度評価 

        非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク，非常用ディー

ゼル発電設備機関本体，潤滑油補給タンク，燃料油ドレンタンク）の構造強度評価

については，設計竜巻の風圧力による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，非常

用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発

電設備機関本体，潤滑油補給タンク，燃料油ドレンタンク）の配管本体に生じる応

力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法としては，「5.2.9(3) 

強度評価方法」に示すとおり，評価式により算出した応力を基に評価を行う。 
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表 3－11 非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発

電設備機関本体，潤滑油補給タンク，燃料油ドレンタンク）の構造計画 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発電設備

機関本体，潤滑油補給タンク，燃料油ドレンタンク）は，原子炉建屋屋上面に設置する設計と

している。 

非常用ディ

ーゼル発電

設備排気管 

鋼製の配管で

構成する。 

配管は，支持

構造物により

建屋床面等に

固定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミ ス ト 管

（燃料ディ

タンク，非

常用ディー

ゼル発電設

備 機 関 本

体，潤滑油

補 給 タ ン

ク，燃料油

ドレンタン

ク） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「3.2 機能維持の方針」に示す構造設計と作用する荷重の伝達を基に，表3－12に示すとお

り評価対象部位を設定する。 

 

非常用ディーゼル発電 
設備排気消音器 

配管本体 

支持構造物 

配管本体 

支持構造物 
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表3－12 竜巻の影響を考慮する施設 強度評価対象部位（1/3） 

分類 施設名称 評価対象部位 
評価 

項目 

評価項目 

分類 
選定理由 

竜
巻
よ
り
防
護
す
べ
き
施
設
を
内
包
す

る
施
設 

原子炉建屋 

タービン建屋海水

熱交換器区域 

屋根スラブ（デッキ

プレート含む。） 

スタッド 

壁面 

構造躯体 

衝突 
貫通 

ひずみ 

竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる部分への設計飛来

物の衝突を考慮し，当該部に貫通が生じないことを確認するため，竜巻よ

り防護すべき施設を内包する施設の外殻となる屋根スラブ及び壁面を評

価対象部位として選定する。 

構造 

強度 

裏面剥離 

竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる部分への設計飛来

物の衝突を考慮し，当該部の脱落による影響が生じないことを確認するた

め，竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる屋根スラブ及び

壁面を評価対象部位として選定する。 

転倒及び 

脱落 

竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻となる部分への設計竜巻

荷重の作用を考慮し，当該部の転倒及び脱落を生じないことを確認するた

め，屋根スラブのデッキプレート，屋根スラブを固定するスタッド及び構

造躯体を評価対象部位として選定する。 

屋
外
の
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設 

軽油タンク 

胴板 

屋根板 
衝突 

貫入 

ひずみ 

軽油タンクの外殻を構成する部材への設計飛来物の衝突を考慮し，当該部

に貫通が生じないこと及び終局状態に至るようなひずみが生じないこと

を確認するため，軽油タンクの胴板及び屋根板を評価対象部位として選定

する。 

胴板 

基礎ボルト 

構造 

強度 

軽油タン

ク 

設計竜巻の風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は，胴板に作

用し胴板を介して基礎ボルトに作用する。これらは，外荷重として作用す

る地震荷重と同様なものであるため，ＪＥＡＧ４６０１の平底たて置円筒

形容器の計算方法を準用し，胴板及び基礎ボルトを評価対象部位として選

定する。 
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表 3－12 竜巻の影響を考慮する施設 強度評価対象部位（2/3） 

分類 施設名称 評価対象部位 
評価 

項目 

評価項目 

分類 
選定理由 

外
気
と
繋
が
っ
て
い
る
屋
内
の
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設 

非常用ディーゼル

発電設備吸気配管 
配管本体 

構造 

強度 
吸気配管 

非常用ディーゼル発電設備吸気配管は，建屋内に設置されていることから

竜巻の風圧力による荷重は直接受けないが，竜巻の気圧差による荷重が考

えられるため，配管本体を評価対象部位として選定する。 

ダンパ（換気空調

系） 

ケーシング 

ベーン 

シャフト 

構造 

強度 
ダンパ 

換気空調系のダンパは，建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力に

よる荷重は直接受けないが，閉止しているダンパには，竜巻の気圧差による

荷重がケーシング，ベーン及びシャフトに作用することから，ケーシング，

ベーン及びシャフトを評価対象部位として選定する。 

角ダクト（換気空

調系）及び丸ダク

ト（換気空調系） 

ダクト鋼板 
構造 

強度 
ダクト 

換気空調系のダクトは，建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力に

よる荷重は直接受けないが，竜巻の気圧差による荷重が考えられるため，ダ

クト本体の鋼板部を評価対象部位として選定する。 

バタフライ弁（換

気空調系） 
耐圧部 

構造 

強度 

バタフライ 

弁 

換気空調系のバタフライ弁は，建屋内に設置されていることから竜巻の風

圧力による荷重は直接受けないが，閉止しているバタフライ弁には竜巻の

気圧差による荷重が耐圧部に作用することから，耐圧部を評価対象部位と

して選定する。 

ファン（換気空調

系） 
ケーシング 

構造 

強度 
ファン 

換気空調系のファンは，建屋内に設置されていることから竜巻の風圧力に

よる荷重は直接受けないが，竜巻の気圧差による荷重が耐圧部に作用する

ことから，耐圧部であるケーシングを評価対象部位として選定する。 
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表 3－12 竜巻の影響を考慮する施設 強度評価対象部位（3/3） 

分類 施設名称 評価対象部位 
評価 

項目 

評価項目 

分類 
選定理由 

外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
に
波
及
的
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
施

設 

5号機タービン建

屋 
構造躯体 

構造 

強度 
変形 

竜巻より防護すべき施設を内包する施設への接触による波及的影響を考慮

し，5号機タービン建屋の構造躯体である耐震壁，鉄骨架構を評価対象部位

として選定する。 

5号機主排気筒 
鉄塔部 

基礎 

構造 

強度 
主排気筒 

設計竜巻の風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は，筒身又は

鉄塔部に作用し，基礎に伝達するため，筒身の支持部材である鉄塔部及び基

礎を評価対象部位として選定する。 

非常用ディーゼル

発電設備排気消音

器 

取付ボルト 
構造 

強度 
消音器 

消音器に設計竜巻の風圧力による荷重が作用した際に，本体を支持するた

めの主要な支持部材である取付ボルトを評価対象部位として選定する。 

非常用ディーゼル

発電設備排気管 
配管本体 

構造 

強度 

排気管及び 

ミスト管 

排気管の主要な機能である排気機能を維持するために，主要な構成部材で

ある配管本体を評価対象部位として選定する。 

ミスト管（燃料デ

ィタンク，非常用

ディーゼル発電設

備機関本体，潤滑

油補給タンク，燃

料油ドレンタン

ク） 

配管本体 
構造 

強度 

排気管及び 

ミスト管 

ミスト管の主要な機能である通気機能を維持するために，主要な構成部材

である配管本体を評価対象部位として選定する。 
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4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 

  竜巻の影響を考慮する施設の強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せを，「4.1 荷重及び荷重

の組合せ」に，許容限界を「4.2 許容限界」に示す。 

 

 4.1 荷重及び荷重の組合せ 

   竜巻の影響を考慮する施設の強度評価にて考慮する荷重及び荷重の組合せは，Ⅵ-1-1-3-3-1

「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」を踏まえ，以

下のとおり設定する。 

 

  (1) 荷重の種類 

   a. 常時作用する荷重（Ｆｄ） 

     常時作用する荷重は，持続的に生じる荷重であり，自重，水頭圧及び上載荷重とする。 

 

   b. 竜巻による荷重（ＷＴ） 

     竜巻による荷重は，設計竜巻の以下の特性を踏まえ，風圧力による荷重，気圧差による

荷重及び設計飛来物による衝撃荷重とする。設計竜巻の特性値を表 4－1に示す。 

 

     ・竜巻の最大気圧低下量（ΔＰｍａｘ） 

      フジタモデルにおける竜巻の最大気圧低下量は，流れの連続式と運動量保存則から導

出される以下の圧力ポアソン方程式を用いる。 

1

ρ

∂
2
ｐ

∂χ1
2
＋

∂
2
ｐ

∂χ2
2
＋

∂
2
ｐ

∂χ3
2

＝－
∂

∂χｉ

3

j=1

3

i=1

Ｕ
ｊ

∂Ｕ
ｉ

∂χｊ

－ν
∂

2
Ｕ

ｉ

∂χｊ∂χｊ

 

       ρ：空気密度(kg/m3) 

       ｐ：圧力(N/mm2) 

       χ：座標(―) 

       Ｕ：風速ベクトル(―) 

       ν：動粘性係数(m2/s) 

 

     ・竜巻の最大接線風速（ＶＲｍ） 

      ＶＲｍ＝ＶＤ－ＶＴ 

       ＶＤ：竜巻の最大風速(m/s) 

       ＶＴ：竜巻の移動速度(m/s) 

 

     ・竜巻の移動速度（ＶＴ） 

      ＶＴ＝0.15・ＶＤ 

       ＶＤ：竜巻の最大風速(m/s) 
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表 4－1 設計竜巻の特性値 

最大風速 

ＶＤ 

(m/s) 

移動速度 

ＶＴ 

(m/s) 

最大接線風速 

ＶＲｍ 

(m/s) 

最大気圧低下量 

ΔＰｍａｘ 

(N/m2) 

92 14 78 6400 

 

    (a) 風圧力による荷重（ＷＷ） 

      風圧力による荷重は，竜巻の最大風速による荷重である。 

      竜巻による最大風速は，一般的には水平方向の風速として設定されるが，鉛直方向の

風圧力に対して脆弱と考えられる竜巻の影響を考慮する施設が存在する場合には，鉛直

方向の最大風速等に基づいて算出した鉛直方向の風圧力についても考慮する。 

      風圧力による荷重は，施設の形状により変化するため，施設の部位ごとに異なる。そ

のため，各施設及び評価対象部位に対して厳しくなる方向からの風を想定し，各施設の

部位ごとに荷重を設定する。 

      ガスト影響係数（Ｇ）は設計竜巻の風速が最大瞬間風速をベースとしていること等か

ら，施設の形状によらず「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」を参照して，Ｇ＝1.0 と

する。空気密度（ρ）は「REGULATORY GUIDE 1.76,DESIGN-BASIS TORNADO AND TORNADO 

MISSILES FOR NUCLEAR POWER PLANTS,Revision1」（米国原子力規制委員会）よりρ＝

1.226 kg/m3とする。 

      設計用速度圧については施設の形状に影響を受けないため，設計竜巻の設計用速度圧

（ｑ）は施設の形状によらず，ｑ＝5188.43 N/m2とする。 

 

    (b) 気圧差による荷重（ＷＰ） 

      外気と隔離されている区画の境界部など，気圧差による圧力影響を受ける設備及び竜

巻より防護すべき施設を内包する施設の建屋の壁，屋根等においては，竜巻による気圧

低下によって生じる施設等の内外の気圧差による荷重が発生する。閉じた施設（通気が

ない施設）については，この圧力差により閉じた施設の隔壁に外向きに作用する圧力が

生じるとみなし設定することを基本とする。 

      部分的に閉じた施設（通気がある施設等）については，施設の構造健全性を評価する

上で厳しくなるよう作用する荷重を設定する。 

      気圧差による荷重は，施設の形状により変化するため，施設の部位ごとに異なる。そ

のため，各施設の部位ごとに荷重を算出する。 

      最大気圧低下量（ΔＰｍａｘ）は圧力ポアソン方程式から，ΔＰｍａｘ＝6400 N/m2とする。 

 

    (c) 設計飛来物による衝撃荷重（ＷＭ） 

      設計飛来物である足場パイプ及び鋼製足場板の衝突による影響が大きくなる向きで外

部事象防護対象施設等に衝突した場合の衝撃荷重を算出する。 

      衝突評価においても，設計飛来物の衝突による影響が大きくなる向きで衝突すること
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を考慮して評価を行う。 

      なお，Ⅵ-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.2(2) 設計飛来物」

において，評価対象物の設置場所その他環境条件に応じて，砂利についても設計飛来物

として設定しているが，砂利の貫通限界厚さは 1mm 未満であり，また，砂利等の極小飛

来物の衝突は瞬間的で衝突時間が極めて短く，設備全体にもたらす荷重としての影響は

軽微であると考えられることから，砂利による影響は考慮しない。 

      設計飛来物の寸法，質量及び飛来速度を表 4－2に示す。設計飛来物の飛来速度につい

ては，設置（変更）許可を受けたとおり設定する。 

 

表 4－2 設計飛来物の諸元 

 足場パイプ 鋼製足場板 

寸法 (m) 4×0.05×0.05 4×0.25×0.04 

質量 (kg) 11 14 

水平方向の飛来速度 (m/s) 42 55 

鉛直方向の飛来速度 (m/s) 38 18 

 

   c. 運転時に作用する荷重（ＦＰ） 

     運転時の状態で作用する荷重として，配管等にかかる内圧やポンプのスラスト荷重等の

運転時荷重とする。 

 

  (2) 荷重の組合せ 

    竜巻の影響を考慮する施設の設計に用いる竜巻の荷重は，気圧差による荷重（ＷＰ）を考慮

した荷重ＷＴ１並びに設計竜巻の風圧力による荷重（ＷＷ），気圧差による荷重（ＷＰ）及び設

計飛来物による衝撃荷重（ＷＭ）を組み合わせた複合荷重ＷＴ２を以下のとおり設定する。 

     ＷＴ１＝ＷＰ 

     ＷＴ２＝ＷＷ＋0.5・ＷＰ＋ＷＭ 

    竜巻の影響を考慮する施設にはＷＴ１及びＷＴ２の両荷重をそれぞれ作用させる。各施設の

荷重の組合せについては，施設の設置状況及び構造を踏まえ適切な組合せを設定する。施設

分類ごとの荷重の組合せの考え方を以下に示す。 

 

   a. 竜巻より防護すべき施設を内包する施設（表 4－3（1/3）） 

     設計竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷重として，風圧力による荷重，気圧差によ

る荷重，設計飛来物による衝撃荷重及び常時作用する荷重の組合せを基本とする。 

 

   b. 屋外の外部事象防護対象施設（表 4－3（1/3）） 

     軽油タンクは，風圧力による荷重，設計飛来物による衝撃荷重及び常時作用する荷重の

組合せを基本とする。軽油タンクは屋外施設であり閉じた施設ではないため，気圧差によ

る荷重は考慮しない。運転時の状態で作用する荷重については作用しないため考慮しない。 
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   c. 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設（表 4－3（2/3）） 

     外気と繋がっている屋内の施設である非常用ディーゼル発電設備吸気配管，換気空調系

のダンパ，角ダクト，丸ダクト，バタフライ弁及びファンは建屋内に設置しているため，

風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は考慮しないが，外気と繋がっているた

めに施設に作用する気圧差による荷重と常時作用する荷重を組み合わせることを基本とす

る。 

     非常用ディーゼル発電設備吸気配管については，運転時に内圧が作用するため，運転時

の状態で作用する荷重も考慮する。また，非常用ディーゼル発電設備吸気配管の自重は内

圧荷重に比べ十分小さいことから，自重を考慮しない。 

     換気空調系については，運転時の内圧が給気側は負圧，排気側は正圧となるが，保守性

を考慮し気圧差による荷重と同等の向きに作用するものとして，運転時の状態で作用する

荷重を組み合わせる。なお，ダンパ及びバタフライ弁については閉止していることから，

運転時の状態で作用する荷重は考慮しない。また，バタフライ弁及びファンの自重は内圧

荷重に比べ十分小さいことから，自重を考慮しない。 

 

   d. 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設（表 4－3（3/3）） 

     機械的影響を及ぼす可能性がある施設のうち，5 号機タービン建屋に関しては，風圧力

による荷重，気圧差による荷重，設計飛来物による衝撃荷重及び常時作用する荷重の組合

せを基本とする。運転時の状態で作用する荷重については作用しないため考慮しない。 

     5 号機主排気筒に関しては，風圧力による荷重，設計飛来物による衝撃荷重及び常時作

用する荷重の組合せを基本とする。5 号機主排気筒は屋外施設であり閉じた施設ではない

ため，気圧差による荷重を考慮しない。運転時の状態で作用する荷重については，気圧差

同様考慮しない。 

     機能的影響を及ぼす可能性がある施設のうち，非常用ディーゼル発電設備排気消音器に

関しては，風圧力による荷重及び常時作用する荷重の組合せを基本とする。非常用ディー

ゼル発電設備排気消音器は，排気機能が健全であれば良く，仮に設計飛来物による衝撃荷

重によって貫通しても，その貫通箇所又は本来の排気箇所から排気されるため，設計竜巻

による荷重とこれに組み合わせる荷重に衝撃荷重は考慮しない。また，非常用ディーゼル

発電設備排気消音器は屋外施設であり閉じた施設ではないため，気圧差による荷重を考慮

しない。運転時の状態で作用する荷重については，評価対象部位に対し作用しないため考

慮しない。 

     非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発

電設備機関本体，潤滑油補給タンク，燃料油ドレンタンク）に関しては，風圧力による荷

重及び常時作用する荷重の組合せを基本とする。非常用ディーゼル発電設備排気管及びミ

スト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発電設備機関本体，潤滑油補給タンク，燃料

油ドレンタンク）には，運転時に内圧が作用するため，運転時の状態で作用する荷重も考

慮する。非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃料ディタンク，非常用ディー

ゼル発電設備機関本体，潤滑油補給タンク，燃料油ドレンタンク）は，排気又は通気機能
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が健全であれば良く，仮に設計飛来物による衝撃荷重によって貫通しても，その貫通箇所

又は本来の箇所から排気又は通気されるため，設計竜巻による荷重とこれに組み合わせる

荷重に衝撃荷重は考慮しない。また，非常用ディーゼル発電設備排気管及びミスト管（燃

料ディタンク，非常用ディーゼル発電設備機関本体，潤滑油補給タンク，燃料油ドレンタ

ンク）は屋外施設であり閉じた施設ではないため，気圧差による荷重を考慮しない。 

 

     上記の施設分類ごとの荷重の組合せの考え方を踏まえ，各評価対象施設における評価項

目ごとの荷重の組合せを表 4－3に示す。 
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表 4－3 竜巻の影響を考慮する施設の荷重の組合せ（1/3） 

分類 強度評価の対象施設 
評価 

項目 

荷重 

常時作用する荷重 

（Ｆｄ） 風圧力によ

る荷重 

（ＷＷ） 

気圧差によ

る荷重 

（ＷＰ） 

設計飛来物

による衝撃

荷重 

（ＷＭ） 

運転時の状

態で作用す

る荷重 

（ＦＰ） 

自
重 

水
頭
圧 

上
載
荷
重 

竜
巻
よ
り
防
護
す
べ
き 

施
設
を
内
包
す
る
施
設 

原子炉建屋 

タービン建屋海水熱交換器区域 

衝突 ― ― ― ― ― ◯ ― 

構造 

強度 
◯ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ― 

屋
外
の
外
部
事
象
防
護 

対
象
施
設 

軽油タンク 

衝突 ― ― ― ― ― ◯ ― 

構造 

強度 
◯ ◯ ― ◯ ― ◯ ― 

（○：考慮する荷重を示す。） 
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表 4－3 竜巻の影響を考慮する施設の荷重の組合せ（2/3） 

分類 強度評価の対象施設 
評価 

項目 

荷重 

常時作用する荷重 

（Ｆｄ） 風圧力によ

る荷重 

（ＷＷ） 

気圧差によ

る荷重 

（ＷＰ） 

設計飛来物

による衝撃

荷重 

（ＷＭ） 

運転時の状

態で作用す

る荷重 

（ＦＰ） 

自
重 

水
頭
圧 

上
載
荷
重 

外
気
と
繋
が
っ
て
い
る
屋
内
の
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設 

非常用ディーゼル発電設備吸気配管 
構造 

強度 
― ― ― ― ◯ ― ◯ 

ダンパ（換気空調系） 
構造 

強度 
◯ ― ― ― ◯ ― ― 

角ダクト（換気空調系）及び丸ダクト

（換気空調系） 

構造 

強度 
◯ ― ― ― ◯ ― ◯ 

バタフライ弁（換気空調系） 
構造 

強度 
― ― ― ― ◯ ― ― 

ファン（換気空調系） 
構造 

強度 
― ― ― ― ◯ ― ◯ 

（○：考慮する荷重を示す。） 
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表 4－3 竜巻の影響を考慮する施設の荷重の組合せ（3/3） 

分類 強度評価の対象施設 
評価 

項目 

荷重 

常時作用する荷重 

（Ｆｄ） 風圧力によ

る荷重 

（ＷＷ） 

気圧差によ

る荷重 

（ＷＰ） 

設計飛来物

による衝撃

荷重 

（ＷＭ） 

運転時の状

態で作用す

る荷重 

（ＦＰ） 

自
重 

水
頭
圧 

上
載
荷
重 

外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
に
波
及
的
影
響
を 

及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
施
設 

5号機タービン建屋 
構造 

強度 
◯ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ― 

5号機主排気筒 
構造 

強度 
◯ ― ― ◯ ― ◯ ― 

非常用ディーゼル発電設備排気消音器 
構造 

強度 
◯ ― ― ◯ ― ― ― 

非常用ディーゼル発電設備排気管 
構造 

強度 
◯ ― ― ◯ ― ― ◯ 

ミスト管（燃料ディタンク，非常用ディ

ーゼル発電設備機関本体，潤滑油補給

タンク，燃料油ドレンタンク） 

構造 

強度 
◯ ― ― ◯ ― ― ◯ 

（○：考慮する荷重を示す。） 
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  (3) 荷重の算定方法 

    「4.1(1) 荷重の種類」で設定している荷重の算出式を以下に示す。 

 

   a. 記号の定義 

     荷重の算出に用いる記号を表 4－4に示す。 

 

表 4－4 荷重の算出に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ａ m2 施設の受圧面積 

Ｃ ― 
風力係数（施設の形状や風圧力が作用する部位（屋根，壁等）

に応じて設定する。） 

Ｇ ― ガスト影響係数 

g m/s2 重力加速度 

Ｈ N 自重による荷重 

ｍ kg 質量 

ｑ N/m2 設計用速度圧 

Ｒｍ m 最大接線風速半径 

ＶＤ m/s 設計竜巻の風速 

ＷＭ N 設計飛来物による衝撃荷重 

ＷＰ N 気圧差による荷重 

ＷＷ N 風圧力による荷重 

ρ kg/m3 空気密度 

ΔＰｍａｘ N/m2 最大気圧低下量 

 

   b. 自重による荷重の算出 

     自重による荷重は以下の通り計算する。 

      Ｈ＝ｍ・g 
 

   c. 竜巻による荷重の算出 

    (a) 風圧力による荷重（ＷＷ） 

      風圧力による荷重は，「建築基準法施行令」及び「建築物荷重指針・同解説」（日本

建築学会）に準拠して，次式のとおり算出する。 

       ＷＷ＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ 

ここで，ｑ＝
1

2
・ρ・Ｖ

Ｄ

2
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    (b) 気圧差による荷重（ＷＰ） 

      気圧差による荷重は，次式のとおり算出する。 

       ＷＰ＝ΔＰｍａｘ・Ａ 

 

    (c) 設計飛来物による衝撃荷重（ＷＭ） 

      設計飛来物による衝撃荷重は，設計飛来物が衝突する施設，評価対象部位及び評価方

法に応じて適切に設定する必要があるため，個別計算書にその算出方法を含めて記載す

る。 

 

    評価条件を表 4－5に示す。 

 

表 4－5 評価条件 

最大風速 

ＶＤ 

(m/s) 

空気密度 

ρ 

(kg/m3) 

ガスト影響係数 

Ｇ 

(―) 

最大気圧低下量 

ΔＰｍａｘ 

(N/m2) 

92 1.226 1.0 6400 
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 4.2 許容限界 

   許容限界は，Ⅵ-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能

目標」で設定している構造強度設計上の性能目標及び「3.2 機能維持の方針」に示す評価方針

を踏まえて，評価項目ごとに設定する。 

   「4.1 荷重及び荷重の組合せ」で設定している荷重及び荷重の組合せを含めた，評価項目ご

との許容限界を表 4－8に示す。 

   各施設の許容限界の詳細は，各計算書で評価対象部位の損傷モードを踏まえ評価項目を選定

し，評価項目ごとに許容限界を定める。 

   「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補-1984」

（日本電気協会），「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987」（日本電気協

会）及び「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1991 追補版」（日本電気協会）

（以下「ＪＥＡＧ４６０１」という。）を準用できる施設については，ＪＥＡＧ４６０１に基

づき「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007」（日本機

械学会）（以下「ＪＳＭＥ」という。）の付録材料図表及びＪＩＳの材料物性値により許容限

界を算出している。その他施設や衝撃荷重のみを考慮する施設については，ＪＳＭＥや既往の

実験式に基づき許容限界を設定する。 

   ただし，ＪＳＭＥの適用を受ける機器であって，供用状態に応じた許容値の規定がＪＳＭＥ

にないものは機能維持の評価方針を考慮し，ＪＥＡＧ４６０１に基づいた許容限界を設定する。 
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  4.2.1 建物・構造物 

   (1) 許容限界の設定 

    a. 衝突評価 

     (a) 貫通（表 4－8（1/4）） 

       建物・構造物の衝突による貫通評価においては，設計飛来物による衝撃荷重に対し，

設計飛来物が竜巻より防護すべき施設の外殻を構成する部材を貫通しない設計及び原

子炉建屋の放射性物質の閉じ込め機能を維持する設計とするために，設計飛来物の貫

通を生じない最小厚さ以上であることを計算により確認する評価方針としていること

を踏まえ，竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻を構成する部材の最小厚さ

を許容限界として設定する。 

 

     (b) ひずみ（表 4－8（1/4）） 

       建屋・構造物の衝突による貫通評価のうち，設計飛来物の貫通を生じない最小厚さ

以上であることの確認ができない建屋の屋根スラブにおいては，設計飛来物による衝

撃荷重に対し，屋根スラブの鉄筋又はデッキプレートが終局状態に至るようなひずみ

を生じないことを解析により確認する評価方針としていることを踏まえ，鉄筋又はデ

ッキプレートの破断ひずみを許容限界として設定する。鉄筋又はデッキプレートの破

断ひずみは，ＪＩＳ規格値／ＴＦ（ＴＦ＝ ）を許容限界とする。 

 

    b. 構造強度評価 

     (a) 裏面剥離（表 4－8（1/4）） 

       設計飛来物による衝撃荷重に対し，竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻

を構成する部材自体の脱落を生じない設計及び原子炉建屋の放射性物質の閉じ込め機

能を維持する設計とするために，裏面剥離によるコンクリート片の飛散が生じない最

小厚さ以上であることを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ，施設

の最小部材厚さを許容限界として設定する。また，許容限界を超えた場合は，裏面剥

離に至るようなひずみを生じないことを解析により確認する評価方針としていること

を踏まえ，デッキプレートの破断ひずみを許容限界として設定する。デッキプレート

の破断ひずみは，ＪＩＳ規格値／ＴＦ（ＴＦ＝ ）を許容限界とする。 

 

     (b) 転倒及び脱落（表 4－8（1/4）） 

       鉄筋コンクリート造構造物の転倒及び脱落の評価については，設計竜巻荷重及びそ

の他考慮すべき荷重に対し，竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻を構成す

る部材自体の転倒及び脱落を生じない設計及び原子炉建屋の放射性物質の閉じ込め機

能を維持する設計とするために，構造躯体のうち耐震壁に終局状態に至るようなひず

みが生じないことを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ，コンクリ

ートの終局せん断ひずみに基づく制限値を許容限界として設定する。制限値はＪＥＡ

Ｇ４６０１に基づき 2.0×10-3とする。また，構造躯体のうち鉄骨架構に終局状態に至

るような変形が生じないことを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ，
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「2015 年版建築物の構造関係技術基準解説書（国土交通省国土技術政策総合研究所・

国立研究開発法人建築研究所）（以下「技術基準解説書」という。）」に基づく層間

変形角の制限値を許容限界として設定する。 

       屋根スラブのデッキプレートに生じる応力については，ＪＩＳ及び「鋼構造設計規

準－許容応力度設計法－」に基づく短期許容応力度を許容限界とし，屋根スラブのス

タッドについては，「各種合成構造設計指針・同解説」に基づく許容耐力を許容限界

として設定する。 

 

     (c) 構造躯体の変形（表 4－8（4/4）） 

       外部事象防護対象に波及的影響を及ぼす可能性のある施設については，設計竜巻に

よる荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，5 号機タービン建屋がタービン建屋海水

熱交換器区域に接触する変形を生じないことを計算及び解析により確認する評価方針

としていることを踏まえ，タービン建屋海水熱交換器区域との離隔距離を許容限界と

して設定する。 

 

     (d) 主排気筒（表 4－8（4/4）） 

       主排気筒の構造強度評価においては，設計竜巻の風圧力による荷重，設計飛来物に

よる衝撃荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，軽油タンク及び竜巻より防護すべき

施設を内包する原子炉建屋に倒壊による影響を及ぼさないために，鉄塔及び基礎に生

じる応力が許容応力以下であることを計算により確認する評価方針としていることを

踏まえ，「鋼構造設計規準－許容応力度設計法－」等に応じた材料強度を許容限界と

して設定する。 
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   (2) 許容限界設定方法 

    a. 記号の定義 

      許容限界式に使用する記号を表 4－6に示す。 

 
表 4－6 許容限界式に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ａｃ mm2 コーン状破壊面の有効投影面積 

Ａ0 mm2 スタッド頭部の支圧面積 

ａｃａ mm2 
スタッドの断面積で，軸部断面積とねじ部有効断面積の小なる

方の値 

Ｄ mm スタッドの頭部直径 

ｄ mm スタッドの軸部直径 

ＦＣ N/mm2 コンクリートの設計基準強度 

ｆｎ N/mm2 コンクリートの支圧強度 

ℓｃｅ mm スタッドの強度計算用埋込み長さ（ℓｃｅ＝ℓｅ） 

ℓｅ mm スタッドのコンクリート内への有効埋込み長さ 

ｐａ N スタッド1本あたりの許容引張力 

ｐａ1 N 
スタッド鋼材の降伏により定まる場合のスタッド1本あたりの

許容引張力 

ｐａ2 N 
定着したコンクリート躯体のコーン状破壊により定まる場合の

スタッド1本あたりの許容引張力 

ｐａ3 N 
コンクリートの支圧破壊により定まるスタッド1本あたりの許

容引張力 

π ― 円周率 

ｃσｔ N/mm2 コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度 

ｓσｐａ N/mm2 スタッドの引張強度 

ｓσｙ N/mm2 スタッドの規格降伏点強度 

Φ1 ― 低減係数 

Φ2 ― 低減係数 
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    b. 許容限界式 

      (a) スタッドの許容限界式 

        コンクリート躯体中に定着されたスタッド 1 本あたりの許容引張力ｐａは，以下

の 3 式で算定される値のうち，いずれか小なる値とする。 

        「各種合成構造設計指針・同解説：日本建築学会 2010 年改定」より 

         ｐａ1＝Φ1・ｓσｐａ・ａｃａ 

         ｐａ2＝Φ2・ｃσｔ・Ａｃ 

         ｐａ3＝ｆｎ・Ａ0 

         ここで， 

         ｓσｐａ＝ｓσｙ 

         ｃσｔ＝0.31 Ｆ
ｃ
 

         Ａｃ＝π・ℓｃｅ（ℓｃｅ＋Ｄ） 

         ｆｎ＝ Ａ
ｃ
／Ａ

0
・Ｆ

ｃ
  ただし， Ａ

ｃ
／Ａ

0
が 6 を超える場合は 6 とする。 

         Ａ0＝π（Ｄ2－ｄ2）／4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4－1 スタッド側面の有効投影面積 
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  4.2.2 機器・配管系 

   (1) 許容限界の設定 

    a. 衝突評価 

     (a) 貫入（表 4－8（2/4）） 

       軽油タンクの衝突による貫入評価においては，設計飛来物による衝撃荷重に対し，

軽油タンクの外殻を構成する部材が，設計飛来物の貫通を生じない貫通限界厚さ以上

であることを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ，部材厚さを許容

限界として設定する。ただし，耐圧部については部材厚さから計算上必要な厚さを差

し引いた残りの厚さを許容限界として設定する。 

 

     (b) ひずみ（表 4－8（2/4）） 

       軽油タンクの衝突によるひずみの評価においては，設計飛来物による衝撃荷重に対

し，軽油タンクの外殻を構成する部材が，終局状態に至るようなひずみを生じないこ

とを解析により確認する評価方針としていることを踏まえ，軽油タンク胴板及び屋根

板の破断ひずみを許容限界として設定する。軽油タンク胴板及び屋根板の破断ひずみ

は，ＪＩＳ規格値／ＴＦ（ＴＦ＝ ）を許容限界とする。 

 

    b. 構造強度評価 

     (a) 軽油タンク（表 4－8（2/4）） 

       軽油タンクの構造強度評価においては，設計竜巻の風圧力による荷重，設計飛来物

による衝撃荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，軽油タンクを構成する胴板及び基

礎ボルトが，おおむね弾性状態に留まることにより，その施設の安全機能に影響を及

ぼすことのないことを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ，ＪＥＡ

Ｇ４６０１等に準じて許容応力状態ⅢＡＳ及び座屈に対する評価式を満足する許容応

力を許容限界として設定する。 

 

     (b) 吸気配管（表 4－8（3/4）） 

       吸気配管の構造強度評価においては，設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮

すべき荷重に対し，配管本体が，おおむね弾性状態に留まることにより，その施設の

安全機能に影響を及ぼすことのないことを計算により確認する評価方針としているこ

とを踏まえ，ＪＥＡＧ４６０１等に準じて許容応力状態ⅢＡＳの許容応力を許容限界

として設定する。 

 

     (c) ダンパ（表 4－8（3/4）） 

       ダンパの構造強度評価においては，設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮す

べき荷重に対し，ダンパを構成するケーシング，ベーン及びシャフトが，おおむね弾

性状態に留まることを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ，ＪＥＡ

Ｇ４６０１等に準じて許容応力状態ⅢＡＳの許容応力を許容限界として設定する。 
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     (d) ダクト（表 4－8（3/4）） 

       ダクトの構造強度評価においては，設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮す

べき荷重に対し，ダクトを構成するダクト鋼板が，おおむね弾性状態に留まることを

計算により確認する評価方針としていることを踏まえ，ＪＥＡＧ４６０１等に準じて

許容応力状態ⅢＡＳ及び座屈に対する評価式を満足する許容応力又はクリップリング

座屈に応じた許容応力を許容限界として設定する。 

 

     (e) バタフライ弁（表 4－8（3/4）） 

       バタフライ弁の構造強度評価においては，設計竜巻の気圧差による荷重に対し，バ

タフライ弁の試験圧力以下であることを確認する評価方針としていることを踏まえ，

バタフライ弁の耐圧部に発生する圧力に対して，バタフライ弁の試験圧力を許容限界

として設定する。 

 

     (f) ファン（表 4－8（3/4）） 

       ファンの構造強度評価においては，設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮す

べき荷重に対し，ファンを構成するケーシングが，おおむね弾性状態に留まることに

より，その施設の安全機能に影響を及ぼすことのないことを計算により確認する評価

方針としていることを踏まえ，クリップリング座屈に応じた許容応力を許容限界とし

て設定する。 

 

     (g) 消音器（表 4－8（4/4）） 

       消音器の構造強度評価においては，設計竜巻の風圧力による荷重及びその他考慮す

べき荷重に対し，消音器を支持する取付ボルトが，おおむね弾性状態に留まることに

より，その施設の安全機能に影響を及ぼすおそれがないことを計算により確認する評

価方針としていることを踏まえ，ＪＥＡＧ４６０１等に準じて許容応力状態ⅢＡＳの

許容応力を許容限界として設定する。 

 

     (h) 排気管及びミスト管（表 4－8（4/4）） 

       排気管及びミスト管の構造強度評価においては，設計竜巻の風圧力による荷重及び

その他考慮すべき荷重に対し，配管本体が，おおむね弾性状態に留まることにより，

その施設の安全機能に影響を及ぼすことのないことを計算により確認する評価方針と

していることを踏まえ，ＪＥＡＧ４６０１等に準じて許容応力状態ⅢＡＳの許容応力

を許容限界として設定する。 
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   (2) 許容限界設定方法 

    a. 記号の定義 

      許容限界式に使用する記号を表 4－7に示す。 

 

表 4－7 許容限界式に用いる記号（1/2） 

記号 単位 定義 

ｃ mm ダクト板・ファンケーシングの長さ 

ｄ1 mm ダクト内径 

ｄ2 mm ダクト外径 

Ｅ MPa ヤング率 

Ｆ MPa ＪＳＭＥ SSB-3121.1(1)により規定される値 

ｆ1 N ダクト自重による圧縮荷重 

ｆ2 N 設計竜巻による内外圧差と運転圧による圧縮荷重 

ｂ MPa 曲げモーメントにより生じる座屈応力 

ｃ MPa 軸圧縮荷重により生じる座屈応力 

ｔ MPa 
ＪＳＭＥ SSB-3121.1により規定される供用状態A及びBでの許

容引張応力 

ｔｓ MPa 
ＪＳＭＥ SSB-3131により規定されるせん断力と引張力を同時

に受けるボルトの許容引張応力 

g m/s2 重力加速度 

ｋｐ ― 座屈係数 

Ｍｃｒ N･mm 弾性座屈曲げモーメント 

ｎ ― 座屈モードの次数 

Ｐｍ N ダクト板1枚あたりの限界荷重 

ｒ mm 半径 

ＲＢ mm 胴平均半径 

ｔ mm 容器の外殻・ダクト板・ファンケーシングの肉厚 

Ｚｃ ― 円筒殻の座屈応力の式における係数 

Ｚ mm3 断面係数 

α1 ― 安全率 

β ― 円筒殻の座屈応力の式における係数 

ηＢ ― ＲＢ／ｔ 

η1 ― 1200・g／Ｆ 

η2 ― 8000・g／Ｆ 

η3 ― 9600・g／Ｆ 
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表 4－7 許容限界式に用いる記号（2/2） 

記号 単位 定義 

ν ― ポアソン比 

π ― 円周率 

σｂ MPa ダクト自重により作用する曲げ応力 

σｃｒ1 MPa クリップリング座屈が発生する際に生じる周方向応力 

σｃｒ2 MPa 弾性座屈曲げ応力 

σｘｂ MPa 曲げモーメントにより生じる圧縮応力 

σｘｃ MPa 軸圧縮荷重により生じる圧縮応力 

σｙ MPa 降伏応力 

σＰｂ MPa 
設計竜巻による内外圧差と運転圧による軸方向圧縮荷重による

応力 

τｂ MPa せん断応力 

φｂ MPa 座屈応力 ｂを算出する際の関数 

φｃ MPa 座屈応力 ｃを算出する際の関数 

 

    b. 許容限界式 

     (a) 支持構造物の許容限界式 

      イ. ボルト 

        引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力 ｔｓは，次式で算出され

る。 

         ｔｓ＝Min｛1.4（1.5 ｔ）－1.6 τｂ，1.5 ｔ｝ 

 

     (b) 軽油タンクの許容限界式 

       胴の座屈評価は以下の式による。 

α1・σｘｃ

ｃ

＋
α1・σｘｂ

ｂ

≦1 

 

      イ. 軸圧縮荷重により生じる座屈応力 ｃは，次の式で算出する。 

         

 

 

 

ここで，φｃ(ηＢ)＝0.6
Ｅ

ηＢ

1－0.901 1－exp − 1

16
ηB  

  

 Ｆ (ηＢ≦η1) 

ｃ＝ Ｆ 1－
1

6800・g
Ｆ－φｃ η2 ηＢ－η1  (η1＜ηＢ＜η2) 

 φｃ(ηＢ) (η2≦ηＢ≦800) 
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      ロ. 曲げモーメントにより生じる座屈応力 ｂは，次の式で算出する。 

        

 

 

 

ここで，φｂ(ηＢ)＝0.6
Ｅ

ηＢ

1－0.731 1－exp − 1

16
ηB  

 

      ハ. 安全率α1 

        安全率は，各荷重の組合せに対して 

        

 

 

 

ここで，ηＢ＝
Ｒ

Ｂ

ｔ
，η1＝1200・g／Ｆ， 

            η2＝8000・g／Ｆ，η3＝9600・g／Ｆ 

 

     (c) 角ダクトの許容限界式 

      イ. 常時作用する荷重（自重）＋設計竜巻の気圧差による荷重及び運転時の状態で作

用する荷重に対する許容限界 

        ダクト自重による圧縮荷重ｆ1 と設計竜巻による内外圧差及び運転圧による圧縮

荷重ｆ2の和が，許容荷重Ｐｍ以下であることを確認する。 

        なお，ダクト自重による圧縮荷重ｆ1 はダクト板 1 枚あたりの圧縮荷重として算

出され，設計竜巻による内外圧差及び運転圧による圧縮荷重ｆ2 はダクト板 4 枚あ

たりの圧縮荷重として算出される。許容荷重Ｐｍはダクト板 1 枚あたりとして算出

されるため，関係は以下の式で表わされる。 

        4・ｆ1＋ｆ2≦4・Ｐｍ 

        ここで， 

Ｐｍ＝
π

3 1－ν2

Ｅ・σｙ・ｔ
2
 

 

  

 Ｆ (ηＢ≦η1) 

ｂ＝ Ｆ 1－
1

8400・g
Ｆ－φｂ η3 ηＢ－η1  (η1＜ηＢ＜η3) 

 φｂ(ηＢ) (η3≦ηＢ≦800) 

 1.0 (ηＢ≦η1) 

α1＝ 1.0＋
Ｆ

13600・g
ηＢ－η1  (η1＜ηＢ＜η2) 

 1.5 (η2≦ηＢ) 
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     (d) 丸ダクトの許容限界式 

      イ. 外圧に対する許容限界 

        外圧により生じる周方向応力は，クリップリング座屈が発生する際に生じる周方

向応力（座屈応力）σｃｒ1を超えないこととする。 

        外圧によるクリップリング座屈が発生する際に生じる周方向応力 σｃｒ1は，円筒

殻の座屈応力の式より算出する。 

σｃｒ1＝
ｋ

Ｐ
・π2・Ｅ

12 1－ν2

ｔ

ｃ

2

 

ｋ
P
＝

1＋β
2 2

0.5＋β2
＋

12・Ｚ
ｃ

2

π4 1＋β2 2
0.5＋β2

 

β＝
ｃ・ｎ

π・ｒ
 

Ｚ
ｃ
＝

ｃ
2

ｒ・ｔ
1－ν2 

        ここで，座屈モードの次数ｎは，ｋｐが最小となる時の次数とする。 

 

      ロ. 常時作用する荷重（自重）＋設計竜巻の気圧差による荷重及び運転時の状態で作

用する荷重に対する許容限界 

        ダクト自重により作用する曲げ応力σｂと設計竜巻による内外差圧及び運転圧に

よる軸方向圧縮荷重による応力σＰｂの和が，弾性座屈曲げ応力σｃｒ2以下であるこ

とを確認する。 

        σｂ＋σＰｂ≦σｃｒ2 

        ここで， 

σｃｒ2＝
Ｍ

ｃｒ

Ｚ
 

Ｍ
ｃｒ

＝
0.72・Ｅ・ｒ・ｔ

2

1－ν2
 

Ｚ＝
π

32
・

ｄ
2

4
－ｄ

1

4

ｄ
2
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     (e) ファンの許容限界式 

      イ. 外圧に対する許容応力 

        外圧により生じる周方向応力は，クリップリング座屈が発生する際に生じる周方

向応力（座屈応力）σｃｒ1を超えないこととする。 

        外圧によるクリップリング座屈が発生する際に生じる周方向応力 σｃｒ1は，円筒

殻の座屈応力の式より算出する。

 

σｃｒ1＝
ｋ

Ｐ
・π2・Ｅ

12 1－ν2

ｔ

ｃ

2

 

ｋ
P
＝

1＋β
2 2

0.5＋β2
＋

12・Ｚ
ｃ

2

π4 1＋β2 2
0.5＋β2

 

β＝
ｃ・ｎ

π・ｒ
 

Ｚ
ｃ
＝

ｃ
2

ｒ・ｔ
1－ν2 
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表 4－8 施設ごとの許容限界（1/4） 

施設 

分類 
施設名称 荷重の組合せ 評価対象部位 

評価 

項目 

機能損傷モード 
許容限界 

応力等の状態 限界状態 

竜
巻
よ
り
防
護
す
べ
き
施
設
を
内
包
す
る
施
設 

原子炉建屋 

タービン建屋海水

熱交換器区域 

ＷＭ 
屋根スラブ 

壁面 

衝突 変形 
貫通 

ひずみ 

施設の最小部材厚さが貫通限界厚さ以上とする。 

鉄筋又はデッキプレートの発生ひずみが，ＪＩＳ規

格値／ＴＦ（ＴＦ＝ ）を考慮した値以下とする。

構造 

強度 

変形 

裏面剥離による

コンクリート片

の飛散 

施設の最小部材厚さが裏面剥離限界厚さ以上とす

る。 

デッキプレートの発生ひずみが，ＪＩＳ規格値／Ｔ

Ｆ（ＴＦ＝ ）を考慮した値以下とする。 

Ｆｄ＋ＷＴ（ＷＷ， 

ＷＰ，ＷＭ） 

デッキプレート 曲げ，せん断 

部材の破断によ

る部材自体の転

倒及び脱落 

発生応力が，ＪＩＳ及び「鋼構造設計規準－許容応

力度設計法－」に基づく許容応力度以下とする。 

スタッド 引張 
発生荷重が，「各種合成構造設計指針・同解説」に

基づく許容耐力以下とする。 

構造 

躯体 

耐震壁 変形 
コンクリートのせん断ひずみが制限値（2.0×10-3）

以下とする。 

鉄骨 

架構 
変形 

変形が，「技術基準解説書」に基づく層間変形角以

下とする。 
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表 4－8 施設ごとの許容限界（2/4） 

施設 

分類 
施設名称 荷重の組合せ 評価対象部位 

評価 

項目 

機能損傷モード 
許容限界 

応力等の状態 限界状態 

屋
外
の
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設 

軽油タンク 

ＷＭ 
胴板 

屋根板 
衝突 変形 

貫入 

評価式により算定した貫通限界厚さが，外殻を構成

する部材の厚さから計算上必要な厚さを差し引い

た残りの厚さ未満とする。 

ひずみ 
胴板及び屋根板の発生ひずみが，ＪＩＳ規格値／Ｔ

Ｆ（ＴＦ＝ ）を考慮した値以下とする。 

Ｆｄ＋ＷＴ（ＷＷ， 

ＷＭ） 

胴板 
構造 

強度 

一次一般膜，

組合せ，座屈 
部材の降伏 

ＪＥＡＧ４６０１等に準じて許容応力状態ⅢＡＳ＊1

＊2及び座屈に対する評価式を満足する許容応力以

下とする。 基礎ボルト 
引張，せん断，

組合せ 

 注記＊1 ：ＪＥＡＧ４６０１を基に，表 4－9 クラス１・クラス２，３・その他の支持構造物の許容限界を準用する。 

   ＊2 ：ＪＥＡＧ４６０１を基に，表 4－10 クラス２，３容器の許容限界を準用する。 
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表 4－8 施設ごとの許容限界（3/4） 

施設 

分類 
施設名称 荷重の組合せ 評価対象部位 

評価 

項目 

機能損傷モード 
許容限界 

応力等の状態 限界状態 

外
気
と
繋
が
っ
て
い
る
屋
内
の
外
部
事
象
防
護
対
象
施
設 

非常用ディーゼル

発電設備吸気配管 
ＷＰ＋ＦＰ 配管本体 

構造 

強度 
周方向応力 部材の降伏 

ＪＥＡＧ４６０１等に準じて許容応力状態ⅢＡＳ＊2

の許容応力以下とする。 

ダンパ（換気空調

系） 
Ｆｄ＋ＷＰ 

ケーシング 

ベーン 

シャフト 

構造 

強度 
曲げ，せん断 部材の降伏 

ＪＥＡＧ４６０１等に準じて許容応力状態ⅢＡＳ＊1

の許容応力以下とする。 

角ダクト（換気空

調系）及び丸ダク

ト（換気空調系） 

Ｆｄ＋ＷＰ＋ＦＰ ダクト鋼板 
構造 

強度 
曲げ，座屈 部材の降伏 

ＪＥＡＧ４６０１等に準じて許容応力状態ⅢＡＳ＊1

及び座屈に対する評価式を満足する許容応力以下

又はクリップリング座屈に応じた許容応力以下と

する。 

バタフライ弁（換

気空調系） 
ＷＰ 耐圧部 

構造 

強度 
変形 部材の降伏 試験圧力以下とする。 

ファン（換気空調

系） 
ＷＰ＋ＦＰ ケーシング 

構造 

強度 
座屈 部材の降伏 クリップリング座屈に応じた許容応力以下とする。

 注記＊1 ：ＪＥＡＧ４６０１を基に，表 4－9 クラス１・クラス２，３・その他の支持構造物の許容限界を準用する。 

   ＊2 ：ＪＥＡＧ４６０１を基に，表 4－11 クラス２，３配管の許容限界を準用する。 
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表 4－8 施設ごとの許容限界（4/4） 

施設 

分類 
施設名称 荷重の組合せ 評価対象部位 

評価 

項目 

機能損傷モード 
許容限界 

応力等の状態 限界状態 

外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
に
波
及
的
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
施
設 

5号機タービン建

屋 

Ｆｄ＋ＷＴ（ＷＷ， 

ＷＰ，ＷＭ） 
構造躯体 

構造 

強度 
変形 接触 

隣接するタービン建屋海水熱交換器区域との相対

変位が建屋間の離隔距離以下とする。 

5号機主排気筒 
Ｆｄ＋ＷＴ（ＷＷ， 

ＷＭ） 
鉄塔部，基礎 

構造 

強度 

引張，曲げ， 

せん断，組合せ 
部材の降伏 

「鋼構造設計規準－許容応力度設計法－」等に応じ

た許容応力度以下とする。 

非常用ディーゼル

発電設備排気消音

器 

Ｆｄ＋ＷＷ 取付ボルト 
構造 

強度 

引張，せん

断，組合せ 
部材の降伏 

ＪＥＡＧ４６０１等に準じて許容応力状態ⅢＡＳ＊1

の許容応力以下とする。 

非常用ディーゼル

発電設備排気管 
Ｆｄ＋ＷＷ＋ＦＰ 配管本体 

構造 

強度 

一次応力（曲げ

応力を含む） 
部材の降伏 

ＪＥＡＧ４６０１等に準じて許容応力状態ⅢＡＳ＊2

の許容応力以下とする。 

ミスト管（燃料デ

ィタンク，非常用

ディーゼル発電設

備機関本体，潤滑

油補給タンク，燃

料油ドレンタン

ク） 

Ｆｄ＋ＷＷ＋ＦＰ 配管本体 
構造 

強度 

一次応力（曲げ

応力を含む） 
部材の降伏 

ＪＥＡＧ４６０１等に準じて許容応力状態ⅢＡＳ＊2

の許容応力以下とする。 

 注記＊1 ：ＪＥＡＧ４６０１を基に，表 4－9 クラス１・クラス２，３・その他の支持構造物の許容限界を準用する。 

   ＊2 ：ＪＥＡＧ４６０１を基に，表 4－11 クラス２，３配管の許容限界を準用する。 
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表 4－9 クラス１・クラス２，３・その他の支持構造物の許容限界 

許容応力 

状態 

許容限界＊1, ＊2, ＊3 許容限界＊2 

（ボルト以外） （ボルト等） 

一次応力 一次応力 

引張 せん断 圧縮 曲げ 引張 せん断 

ⅢＡＳ 1.5 ｔ 1.5 ｓ 1.5 ｃ 1.5 ｂ 1.5 ｔ 1.5 ｓ 

 注記＊1 ：「鋼構造設計規準 ＳＩ単位版」（2002 年日本建築学会）等の幅厚比の制限を満足さ

せる。 

   ＊2 ：応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。 

   ＊3 ：耐圧部に溶接等により直接取り付けられる支持構造物であって耐圧部と一体の応力解

析を行うものについては，耐圧部と同じ許容応力とする。 

 

表 4－10 クラス２，３容器の許容限界 

許容応力 

状態 

許容限界 

一次一般膜応力 
一次膜応力 

＋一次曲げ応力 
一次＋二次応力 

ⅢＡＳ 

Ｓｙ，と0.6Ｓｕの小さい方。 

ただし，オーステナイト系ステンレ

ス鋼及び高ニッケル合金については

1.2Ｓとする。 

左欄の1.5倍の値 2Ｓｙ 

 

表 4－11 クラス２，３配管の許容限界 

許容応力 

状態 

許容限界 

一次一般膜応力 
一次応力 

（曲げ応力を含む） 

ⅢＡＳ 

Ｓｙと0.6Ｓｕの小さい方。 

ただし，オーステナイト系ステンレス鋼

及び高ニッケル合金については1.2Ｓと

してもよい。 

Ｓｙ 

ただし，オーステナイト系ステンレス鋼

及び高ニッケル合金については1.2Ｓと

してもよい。 
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5. 強度評価方法 

  評価手法は，以下に示す解析法により，適用性に留意の上，規格及び基準類や既往の文献にお

いて適用が妥当とされる手法に基づき実施することを基本とする。 

 ・FEM 等を用いた解析法 

 ・定式化された評価式を用いた解析法 

  「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」を参照して，設計竜巻による荷重は地震荷重と同様に

施設に作用する場合は，地震荷重と同様に外力として評価をするため，ＪＥＡＧ４６０１を適用

可能とする。 

  風圧力による荷重の影響を考慮する施設については，建築基準法施行令等に基づき風圧力によ

る荷重を考慮し，設備の受圧面に対して等分布荷重として扱って良いことから，評価上高さの 1/2

又は荷重作用点より高い重心位置に集中荷重として作用するものとする。 

  設計竜巻による荷重が作用する場合に強度評価を行う施設のうち，強度評価方法として容器，

配管及び建屋等の定式化された評価式を用いた解析法を以下に示す。ただし，以下に示す強度評

価方法が適用できない施設及び評価対象部位については，個別計算書にその強度評価方法を含め

て記載する。 
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 5.1 建屋・構造物に関する評価式 

  5.1.1 鉄筋コンクリート造構造物 

   (1) 評価条件 

    a. 貫通限界厚さは，NEI07-13 に示されている Degen 式を用いて算定する。Degen 式にお

ける貫入深さは，「タービンミサイル評価について（昭和 52 年 7月 20 日原子炉安全専

門審査会）」で用いられている修正 NDRC 式を用いて算定する。 

    b. 裏面剥離限界厚さは，NEI07-13 に示されている Chang 式を用いて算定する。 

    c. 荷重及び応力は力学における標準式を用いて算定する。 

 

   (2) 評価対象部位 

     評価対象部位及び評価内容を表 5－1に示す。 

 

表 5－1 評価対象部位及び評価内容 

評価対象部位 応力等の状態 

屋根スラブ 

壁面 

構造躯体 

・変形 

・曲げ 

・せん断 

スタッド ・引張 

 

   (3) 強度評価方法 

    a. 記号の定義 

      Degen 式による貫通限界厚さの算定に用いる記号を表 5－2に，Chang 式による裏面剥

離限界厚さの算定に用いる記号を表 5－3 に，力学における標準式による荷重及び応力

の算定に用いる記号を表 5－4に示す。 

 

表 5－2 Degen 式による貫通限界厚さの算定に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ｄ kgf/cm3 設計飛来物直径密度（Ｄ＝Ｗ／ｄ3） 

ｄ cm 設計飛来物直径 

ｅ cm 貫通限界厚さ 

Ｆｃ kgf/cm2 コンクリートの設計基準強度 

Ｎ ― 設計飛来物の形状係数 

Ｖ m/s 
壁面 設計飛来物の衝突速度（水平） 

屋根 設計飛来物の衝突速度（鉛直） 

Ｗ kgf 設計飛来物重量 

Ｘ cm 貫入深さ 

αｅ ― 低減係数 

 



 

59 

K
6
 
①
 Ⅵ

-
3-
別
添

1
-1
 
R
0 

表 5－3 Chang 式による裏面剥離限界厚さの算定に用いる記号 

記号 単位 定義 

ｄ cm 設計飛来物直径 

ｆｃ’ kgf/cm2 コンクリートの設計基準強度 

Ｓ cm 裏面剥離限界厚さ 

Ｖ m/s 
壁面 設計飛来物の衝突速度（水平） 

屋根 設計飛来物の衝突速度（鉛直） 

Ｖ0 m/s 飛来物基準速度 

Ｗ kgf 設計飛来物重量 

αｓ ― 低減係数 

 

表 5－4 力学における標準式による荷重及び応力の算定に用いる記号（1/2） 

（設計飛来物による衝撃荷重） 

記号 単位 定義 

Ｆｍ N 設計飛来物による衝撃荷重 

Ｌ1 m 設計飛来物の最も短い辺の全長 

ｍ kg 設計飛来物質量 

Ｖ m/s 設計飛来物の衝突速度（水平） 

τ s 設計飛来物と被衝突体の接触時間 

 

表 5－4 力学における標準式による荷重及び応力の算定に用いる記号（2/2） 

（屋根スラブのデッキプレート及びスタッド） 

記号 単位 定義 

Ｌ m デッキプレートの支持スパン 

Ｍ kN･m 
設計竜巻による単位幅あたりの曲げモーメント 

（＝Max｛Ｍ1，Ｍ2｝） 

Ｍ1 kN･m 支持スパン中央部における単位幅あたりの曲げモーメント 

Ｍ2 kN･m 支持位置における単位幅あたりの曲げモーメント 

ｐ mm スタッドの間隔 

Ｑ kN/m デッキプレートに生じる単位幅のせん断力 

Ｔ kN スタッドに生じる引張力 

ωｄ kN/m 常時作用する荷重による単位幅あたりの荷重 

ωＴ kN/m 
設計竜巻による単位幅あたりの荷重 

（＝Max｛ωＴ1，ωＴ2｝） 

ωＴ1 kN/m 複合荷重ＷＴ1による単位幅あたりの荷重 

ωＴ2 kN/m 
複合荷重ＷＴ2による単位幅あたりの荷重（設計飛来物による

衝撃荷重ＷＭは考慮しない） 



 

60 

K
6
 
①
 Ⅵ

-
3-
別
添

1
-1
 
R
0 

    b. 評価方法 

     (a) Degen 式による貫通限界厚さの算定 

       Degen 式を以下に示す。 

        1.52≦Ｘ／ｄ≦13.42 の場合 

         ｅ＝αｅ｛0.69＋1.29（Ｘ／ｄ）｝・ｄ 

        Ｘ／ｄ≦1.52 の場合 

         ｅ＝αｅ｛2.2（Ｘ／ｄ）－0.3（Ｘ／ｄ）2｝・ｄ 

 

       修正 NDRC 式を以下に示す。 

        Ｘ／ｄ≦2.0 の場合 

         Ｘ／ｄ＝2 12145／ Ｆ
ｃ

・Ｎ・ｄ
0.2

・Ｄ・ Ｖ／1000
1.8

0.5

 

        Ｘ／ｄ≧2.0 の場合 

         Ｘ／ｄ＝ 12145／ Ｆ
ｃ

・Ｎ・ｄ
0.2

・Ｄ・ Ｖ／1000
1.8

＋1 

 

     (b) Chang 式による裏面剥離限界厚さの算定 

       Chang 式を以下に示す。 

Ｓ＝1.84・αｓ・
Ｖ

0

Ｖ

0.13

・

Ｗ・Ｖ
2

0.0980

0.4

ｄ
0.2

・ｆ
ｃ
’

0.4 

 

     (c) 力学における標準式による荷重及び応力の算定 

      イ. 設計飛来物による衝撃荷重 

        Ｆｍ＝ｍ・Ｖ／τ＝ｍ・Ｖ2／Ｌ1 

 

      ロ. デッキプレートに発生する単位幅あたりの曲げモーメント 

        Ｍ＝Max｛Ｍ1，Ｍ2｝ 

        ここで， 

Ｍ
1
＝

9

128
ω

Ｔ
－ω

ｄ
・Ｌ

2
 

Ｍ
2
＝

1

8
ω

Ｔ
－ω

ｄ
・Ｌ

2
 

 

      ハ. デッキプレートに発生する単位幅あたりのせん断力 

Ｑ＝
5

4
ω

Ｔ
－ω

ｄ
・Ｌ 
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      ニ. スタッド 1本あたりの発生引張力 

Ｔ＝Ｑ・
ｐ

1000
 

        ここで， 

Ｑ＝
ω

Ｔ
・Ｌ

2
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  5.1.2 主排気筒 

   (1) 評価条件 

     5 号機主排気筒の強度評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。 

    a. 5 号機主排気筒は筒身と鉄塔が一体となって構成されるため，施設全体で風圧力によ

る一様な荷重を受けるモデルとして評価を行う。この際，設計竜巻による設計飛来物の

衝撃荷重は鉄塔の部材を損傷させたモデルとして考慮することとし，ＷＭ＝0とする。 

      5 号機主排気筒のモデル図を図 5－1に示す。 

    b. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。 

 

   (2) 評価対象部位 

     評価対象部位及び評価内容を表 5－5に示す。 

 

表 5－5 評価対象部位及び評価内容 

評価対象部位 評価内容 

鉄塔部 ・組合せ（圧縮＋曲げ） 

基礎 

・引張 

・せん断 

・曲げ 

 

   (3) 強度評価方法 

    a. 記号の定義 

      5 号機主排気筒の強度評価に用いる記号を表 5－6に示す。 
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表 5－6 5 号機主排気筒の強度評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

ｆｂ N/mm2 鋼材の曲げ材料強度 

ｆｃ N/mm2 鋼材の圧縮材料強度 

σｂ N/mm2 鋼材の曲げ応力度 

σｃ N/mm2 鋼材の平均圧縮応力度 

Ａ mm2 断面積 

Ｚｐ mm3 塑性断面係数 

σｔｌ N/mm2 鉄塔の引張応力度 

Ｔａ kN アンカーボルト1本当たりの引張力 

σｔ N/mm2 アンカーボルトの引張応力度 

ｆｔｓ N/mm2 鋼材の引張材料強度 

ｎ 本 アンカーボルトの本数 

Ａ0 mm2 アンカーボルトのねじ部有効断面積 

Ｑａ kN アンカーボルト1本当たりのせん断力 

τ N/mm2 せん断応力度 

ｆｓ N/mm2 鋼材，コンクリートのせん断材料強度 

ａｔ mm2 必要鉄筋量 

ａ0 mm2 実施配筋量 
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    b. 計算モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5－1 5 号機主排気筒の計算モデル図 

 

  

損傷を想定する部材 

拘束条件 

筒身基部：完全固定 

鉄塔基部：完全固定 
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    c. 評価方法 

     (a) 応力評価方法 

       5 号機主排気筒について，3次元 FEM を用いた弾性応力解析を実施する。 

 

     (b) 断面の評価方法 

       5 号機主排気筒の断面の評価に用いる応力は，3 次元 FEM モデルを用いた応力解析

により得られた各荷重による断面力（軸力，曲げモーメント，せん断力）を組み合せ

ることにより算定する。 

 

     イ. 鉄塔主要部材に対する断面の評価方法 

      (イ) 応力検定 

         機能維持検討時の応力に対する断面算定は，「建築基準法施行令第 90条，第 96

条」及び「平 13 国交告第 1024 号」に準拠して行う。 

        ・組合せ（圧縮＋曲げ） 
σｃ

ｆ
ｃ

＋
σｂ

ｆ
ｂ

≦1 

 

        ・引張 
σｔ

ｆ
ｔｓ

≦1 

 

        ・曲げ 

ａ
ｔ

ａ0
≦1 

 

        ・せん断 

ｆ
ｓ

≦1 

 

      (ロ) 機能維持検討時に対する材料強度 

         機能維持検討時は，「平 12建告第 2464 号」に準拠し，材料強度Ｆ値を 1.1 倍

した値を用いて算出した許容応力度に対して，部材に発生する応力が超えないこ

とを確認する。 
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 5.2 機器・配管系に関する評価式 

  5.2.1 軽油タンク 

   (1) 評価条件 

     軽油タンクの強度評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。 

    a. 貫通計算においては，評価対象部位に設計飛来物が衝突した際に跳ね返らず，貫入す

るものとして評価する。 

    b. 設計竜巻の風圧力による荷重，設計飛来物による衝撃荷重，水頭圧及び自重に対する，

胴板及び基礎ボルトの構造強度を 1質点系モデルとして計算を行う。ここで，風荷重の

作用点は胴板高さの 1/2 とし，設計飛来物による衝撃荷重の作用点は胴板最上部とする。

軽油タンクのモデル図を図 5－2に示す。 

    c. 自重については，設計荷重の抗力として作用する場合は質量が小さい方が安全側の評

価となることから，基礎ボルトの構造強度評価においては，空重量による評価を実施す

る。 

    d. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。 

 

   (2) 評価対象部位 

     評価対象部位及び評価内容を表 5－7に示す。 

 

表 5－7 評価対象部位及び評価内容 

評価対象部位 応力等の状態 

屋根板 ・変形 

胴板 

・変形 

・一次一般膜 

・組合せ 

・座屈 

基礎ボルト 

・引張 

・せん断 

・組合せ 
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   (3) 強度評価方法 

    a. 記号の定義 

      軽油タンクの衝突評価に用いる記号を表 5－8に，強度評価に用いる記号を表 5－9に

示す。 

 

表 5－8 軽油タンクの衝突評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ａ mm2 設計飛来物の諸元から算出される等価面積 

ｄ m 設計飛来物が衝突する衝突断面の等価直径 

Ｋ ― 鋼板の材質に関する係数 

ｍ kg 設計飛来物の質量 

Ｔ m 貫通限界厚さ 

ｖ m/s 設計飛来物の衝突速度 

π ― 円周率 

 

表 5－9 軽油タンクの強度評価に用いる記号（1/2） 

記号 単位 定義 

Ａｂ mm2 基礎ボルト呼び径断面積 

Ｃｃ ― 基礎ボルト計算における係数 

Ｃｔ ― 基礎ボルト計算における係数 

Ｄｃ mm 基礎ボルト中心円直径 

Ｄｉ mm 胴内径 

Ｄｂｉ mm ベースプレート内径 

Ｄｂｏ mm ベースプレート外径 

ｅ ― 基礎ボルト計算における係数 

Ｆｃ N 基礎に作用する圧縮力 

Ｆｔ N 基礎ボルトに作用する引張力 

g m/s2 重力加速度 

Ｈｈ mm 液面高さ 

ｋ ― 基礎ボルト計算における中立軸の荷重係数 

ℓｇ mm 胴板高さの1/2＋底板 

ℓＭ mm 胴板最上部の高さ 

ℓ1，ℓ2 mm 基礎ボルト計算における中立軸から荷重作用点までの距離 

ＭＴ2 N･mm 設計竜巻による複合荷重により作用するモーメント 

ｍｅ kg 空質量 
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表 5－9 軽油タンクの強度評価に用いる記号（2/2） 

記号 単位 定義 

ｎ ― 基礎ボルト本数 

ｓ ― 基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比 

ｔ mm 胴板厚 

ｔ1 mm 基礎ボルト面積相当板幅 

ｔ2 mm 圧縮側基礎相当幅 

ＷＭ N 設計飛来物による衝撃荷重 

ＷＷ N 設計竜巻の風圧力による荷重 

ＷＴ2 N 設計竜巻による複合荷重（ＷＴ2＝ＷＷ＋ＷＭ） 

ｚ ― 基礎ボルト計算における係数 

α2 rad 基礎ボルト計算における中立軸を定める角度 

π ― 円周率 

ρ ― 軽油の比重 

σ1 MPa 胴に生じる組合せ一次応力 

σｂ MPa 基礎ボルトに生じる引張応力 

σｃ MPa 基礎に生じる圧縮応力 

σｘ MPa 胴に生じる軸方向応力の和 

σｘ2 MPa 自重（空質量）により胴に生じる軸方向応力 

σｘ4 MPa 設計竜巻による胴に生じる軸方向応力 

σｘｂ MPa 曲げモーメントにより生じる圧縮応力 

σｘｃ MPa 軸圧縮荷重により生じる圧縮応力 

σφ MPa 胴に生じる周方向応力の和 

σφ1 MPa 静水頭により胴に生じる周方向応力 

τ MPa 設計竜巻により胴に生じるせん断応力 

τｂ MPa 基礎ボルトに生じるせん断応力 



 

69 

K
6
 
①

 Ⅵ
-
3-
別
添

1
-1
 
R
0 

    b. 計算モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5－2 軽油タンクのモデル図 

 

  

水平荷重 

水平力 

モーメント 

軽油重量を含む 

タンク重量 

ｔ 

Ｄｂｏ 

Ｄｂｉ 

Ｄｃ 

Ｄｉ 
Ｈ

ｈ
 

ℓｇ（
胴
板
高
さ
の

1/
2＋

底
板
）
 

ℓＭ（
胴
板
最
上
部
の
高
さ
）
 

Ｈ
 

風荷重 

衝撃荷重 

ＲＢ ｔ/2 
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    c. 評価方法 

     (a) BRL 式による貫通限界厚さの算出 

       設計飛来物が軽油タンクに衝突する場合の貫通限界厚さを，「タービンミサイル評

価について（昭和 52 年 7月 20 日原子炉安全専門審査会）」で用いられている BRL 式

を用いて算出する。 

Ｔ
3
2＝

0.5・ｍ・ｖ
2

1.4396×109・Ｋ
2
・ｄ

3
2

 

       ここで，等価直径ｄは下式のとおり。 

ｄ＝
4・Ａ

π
 

 

     (b) 設計竜巻により発生するモーメント 

       設計竜巻により作用するモーメントＭＴ2は以下のようにして計算する。 

       ＭＴ2＝ＷＷ・ℓｇ＋ＷＭ・ℓＭ 
 

     (c) 胴に生じる応力 

      イ. 静水頭により胴に生じる周方向応力 

σφ1＝
10-6・g・ρ・Ｈ

ｈ
・Ｄ

ｉ

2ｔ
 

 

      ロ. 胴の自重（空質量）により胴に生じる軸方向応力 

σｘ2＝
ｍ

ｅ
・g

π Ｄ
ｉ
＋ｔ ・ｔ

 

 

      ハ. 設計竜巻により生じる応力 

        設計竜巻により胴に生じる軸方向応力 

σｘ4＝
4Ｍ

Ｔ2

π Ｄ
ｉ
＋ｔ

2
・ｔ

 

        設計竜巻により胴に生じるせん断応力 

τ＝
2Ｗ

Ｔ2

π Ｄ
ｉ
＋ｔ ・ｔ
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      ニ. 組合せ応力 

        胴に生じる周方向応力の和 

         σφ＝σφ1 

        胴に生じる軸方向応力の和 

         σｘ＝σｘ2＋σｘ4 

        胴に生じる組合せ一次応力 

σ1＝
1

2
σｘ＋σφ ＋ σｘ－σφ

2
＋4τ2    

 

      ホ. 軸圧縮荷重及び曲げモーメントにより生じる圧縮応力 

        軸圧縮荷重により生じる圧縮応力 

         σｘｃ＝σｘ2 

        曲げモーメントにより生じる圧縮応力 

         σｘｂ＝σｘ4 

 

     (d) 基礎ボルト評価 

      イ. 基礎ボルトに生じるせん断応力 

τｂ＝
Ｗ

Ｔ2

ｎ・Ａ
ｂ

 

 

      ロ. 基礎ボルトに生じる引張応力 

        基礎ボルトに引張力が発生しないのは，α2 がπに等しくなったときであり，α2

をπに近づけた場合の値ｅ＝0.75 及びｚ＝0.25 をＦｔを求める式に代入し，得られ

るＦｔの値によって引張力の有無を次のように判断する。 

        ・Ｆｔ≦0ならば，引張力は作用しない。 

        ・Ｆｔ＞0ならば，引張力は作用しているので次の計算を行う。 

        転倒モーメントＭＴ2 が作用した場合に生じる基礎ボルトの引張荷重と基礎部の

圧縮荷重については，荷重と変位量の釣合い条件を考慮することにより求める。基

礎の荷重説明図を図 5－3に示す。 
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図 5－3 基礎の荷重説明図（ＪＥＡＧ４６０１-1987 より抜粋） 

 

      (イ) σｂ，σｃを仮定して係数ｋを求める。 

ｋ＝
1

1＋
σｂ

ｓ・σｃ

 

 

      (ロ) α2を求める。 

α2＝cos-1 1－2ｋ  

 

      (ハ) 各定数ｅ，ｚ，Ｃｔ及びＣｃを求める。 

ｅ＝
1

2

π－α2 cos2α2＋
1
2

π－α2 ＋
3
2
sinα2・cosα2

π－α2 cosα2＋sinα2

 

＋
1

2

1
2
α2－

3
2
sinα2・cosα2＋α2・cos2α2

sinα2－α2・cosα2

 

ｚ＝
1

2
cosα2＋

1
2
α2－

3
2
sinα2・cosα2＋α2・cos2α2

sinα2－α2・cosα2

 

Ｃ
ｔ
＝

2 π－α2 cosα2＋sinα2

1＋cosα2
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Ｃ
ｃ
＝

2 sinα2－α2・cosα2

1－cosα2

 

 

      (ニ) 各定数を用いてＦｔ，Ｆｃを求める。 

Ｆ
ｔ
＝

Ｍ
Ｔ2

－ ｍ
ｅ
・g・ｚ・Ｄ

ｃ

ｅ・Ｄ
ｃ

 

Ｆ
ｃ
＝Ｆ

ｔ
＋ｍ

ｅ
・g 

 

      (ホ) σｂ，σｃを求める。 

σｂ＝
2Ｆ

ｔ

ｔ
1
・Ｄ

ｃ
・Ｃ

ｔ

 

σｃ＝
2Ｆ

ｃ

ｔ
2
＋ｓ・ｔ

1
Ｄ

ｃ
・Ｃ

ｃ

 

         ここで， 

ｔ
1
＝

ｎ・Ａ
ｂ

π・Ｄ
ｃ

 

ｔ
2
＝

1

2
Ｄ

ｂｏ
－Ｄ

ｂｉ
－ｔ

1
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  5.2.2 吸気配管 

   (1) 評価の条件 

     吸気配管の強度評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。 

    a. 吸気配管は建屋内に設置されているため，気圧差による荷重を配管内部に受けるもの

として計算を行う。吸気配管のモデル図を図 5－4に示す。 

    b. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。 

 

   (2) 評価対象部位 

     評価対象部位及び評価内容を表 5－10に示す。 

 

表 5－10 評価対象部位及び評価内容 

評価対象部位 応力等の状態 

配管本体 ・周方向応力 

 

   (3) 強度評価方法 

    a. 記号の定義 

      吸気配管の強度評価に用いる記号を表 5－11 に示す。 

 

表 5－11 吸気配管の強度評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ｐ1 Pa 運転圧 

Ｐｂ Pa 配管に作用する圧力 

ｒｍ mm 平均半径 

ｔ mm 配管厚さ 

ΔＰ N/m2 設計竜巻の気圧低下量 

σθ MPa 周方向応力 
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    b. 計算モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5－4 吸気配管のモデル図 

 

 

    c. 評価方法 

      配管にかかる外圧は，設計竜巻により発生する気圧差及び運転圧が影響するので， 

Ｐ
ｂ
＝ΔＰ＋Ｐ

1
 

 

     (a) 外圧により生じる周方向応力 

σθ＝
Ｐ

ｂ
・ｒ

ｍ

ｔ
 

 

  

σθ 

ΔＰ＋Ｐ1 

ｒｍ 
ｔ 
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  5.2.3 ダンパ（換気空調系） 

   (1) 評価の条件 

     ダンパの強度評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。 

    a. ケーシングは，ケーシング板材を 4辺に分割し，その 1辺を同等の断面性能を持つ単

純支持梁として計算を行う。ケーシングのモデル図を図 5－5に示す。 

    b. べーンは，四辺支持長方形板に等分布荷重がかかるものとし，曲げ応力による計算を

行う。ベーンのモデル図を図 5－6に示す。 

    c. シャフトは，内部圧力及び自重により発生する荷重が両端のシャフトに作用するが，

片端に作用するものとし，シャフト断面についてせん断応力による計算を行う。シャフ

トのモデル図を図 5－7に示す。 

    d. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。 

 

   (2) 評価対象部位 

     評価対象部位及び評価内容を表 5－12に示す。 

 

表 5－12 評価対象部位及び評価内容 

評価対象部位 応力等の状態 

ケーシング ・曲げ 

ベーン ・曲げ 

シャフト ・せん断 

 

   (3) 強度評価方法 

    a. 記号の定義 

      ダンパの強度評価に用いる記号を表 5－13に示す。 

 

表 5－13 ダンパの強度評価に用いる記号（1/2） 

記号 単位 定義 

Ａｓ mm2 シャフト断面積 

Ｅ MPa ヤング率 

ｅｃ mm ケーシングにおける断面の重心高さ 

Ｆ1ｂ N/mm2 ベーンの内部圧力による分布荷重 

Ｆ1ｃ N/mm ケーシングの内部圧力による分布荷重 

Ｆ1ｓ N 内部圧力によりシャフトにかかるせん断荷重 

Ｆ2ｂ N/mm2 ベーンの自重による分布荷重 

Ｆ2ｃ N/mm ケーシングの自重による分布荷重 

Ｆ2ｓ N ベーンの自重によりシャフトにかかるせん断荷重 
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表 5－13 ダンパの強度評価に用いる記号（2/2） 

記号 単位 定義 

g m/s2 重力加速度 

Ｈｂ mm ベーン幅 

Ｉｃ mm4 ケーシングの断面二次モーメント 

Ｌｃ mm 面間寸法 

Ｌｓ mm シャフト直径 

ℓｂ mm ベーン長さ 

ℓｃ mm ケーシング長さ 

Ｍｃ N･mm ケーシングに作用する最大曲げモーメント 

ｍｂ kg ベーン質量 

ｍｃ kg ケーシング質量 

Ｐ MPa 内部圧力 

ｔｂ mm ベーン板厚 

Ｚｃ mm3 ケーシングの断面係数 

δｂｍａｘ mm 面外荷重によるベーンの最大変位量 

ΔＰ N/m2 設計竜巻の気圧低下量 

ν ― ポアソン比 

π ― 円周率 

σｂｍａｘ MPa ベーンの中心に生じる面外荷重による最大応力 

σｃｍａｘ MPa ケーシングに生じる最大曲げ応力 

σｓｍａｘ MPa シャフトに生じる最大せん断応力 
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    b. 計算モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5－5 ケーシングのモデル図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5－6 ベーンのモデル図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5－7 シャフトのモデル図 

ℓｃ：ケーシング長さ 

Ｌｃ：面間寸法 

断面Ａ－Ａ 

単純支持梁として評価 

分布荷重：Ｆ1ｃ＋Ｆ2ｃ 

四辺支持長方形板として評価 

断面Ａ－Ａ 

分布荷重：Ｆ1ｂ＋Ｆ2ｂ 

ベーン質量：ｍｂ 

Ｈｂ：ベーン幅 ｔ
ｂ
：

板
厚
 

モデル化 

断面Ａ－Ａ 

内部圧力：Ｐ 

内部圧力：Ｐ 
せん断荷重：Ｆ1ｓ＋Ｆ2ｓ 

Ｈｂ：ベーン幅 

ベーン質量：ｍｂ 

シャフト直径：Ｌｓ 

内部圧力：Ｐ 

ケーシング質量：ｍｃ 断面Ａ－Ａ 
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    c. 評価方法 

      内部圧力は，設計竜巻により発生する気圧差によって発生するので， 

      Ｐ＝ΔＰ 

 

     (a) ケーシング 

       ケーシングに作用する最大曲げモーメント 

Ｍ
ｃ
＝
ℓｃ2 Ｆ

1ｃ
＋Ｆ

2ｃ

8
 

       ここで， 

       Ｆ1ｃ＝Ｐ・Ｌｃ 

Ｆ
2ｃ

＝
ｍ

ｃ
・g

ℓｃ  

       ケーシングに生じる最大曲げ応力 

σｃｍａｘ＝
Ｍ

ｃ

Ｚ
ｃ

 

       ここで， 

Ｚ
ｃ
＝

Ｉ
ｃ

ｅ
ｃ

 

 

     (b) ベーン 

       ベーンに生じる発生応力は，四辺単純支持の長方形板が等分布荷重を受ける場合に

おいて，中心に生じる外圧及び自重による面外荷重により作用する最大応力σｂｍａｘ

とその面外荷重によるベーンの最大変位量δｂｍａｘとの関係は，以下の式で表わされ

る。 

       機械工学便覧に記載されている四辺単純支持の長方形板が等分布荷重を受ける場合

の長方形板の大たわみ式を引用する。 

σｂｍａｘ＝
π2・Ｅ・δｂｍａｘ

8 1－ν2

2－ν2 δｂｍａｘ＋4ｔ
ｂ

ℓｂ2 ＋
ν δｂｍａｘ＋4ｔ

ｂ

Ｈ
ｂ

2  

256 1－ν2 Ｆ
1ｂ

＋Ｆ
2ｂ

π6・Ｅ・ｔ
ｂ

4 ＝
4

3

1

ℓｂ2＋
1

Ｈ
ｂ

2

2

δｂｍａｘ

ｔ
ｂ

 

＋
4ν

ℓｂ2・Ｈ
ｂ

2＋ 3－ν2
1

ℓｂ4＋
1

Ｈ
ｂ

4

δｂｍａｘ

ｔ
ｂ

3

 

  

・・・・（5.1） 

・・・・（5.2） 
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       ここで， 

       Ｆ1ｂ＝Ｐ 

Ｆ
2ｂ

＝
ｍ

ｂ
・g

ℓｂ・Ｈ
ｂ

 

       式（5.2）より得られるδｂｍａｘの値を式（5.1）へ代入し，σｂｍａｘを算出する。 

 

     (c) シャフト 

       シャフトに生じる最大せん断応力 

σｓｍａｘ＝
Ｆ

1ｓ
＋Ｆ

2ｓ

Ａ
ｓ

 

       ここで， 

       Ｆ1ｓ＝Ｐ・Ｈｂ・ℓｂ 

       Ｆ2ｓ＝ｍｂ・g 

Ａ
ｓ
＝

Ｌ
ｓ

2

2

・π 
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  5.2.4 角ダクト（換気空調系） 

   (1) 評価の条件 

     角ダクトの強度評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。 

    a. 角ダクトは，任意のダクト面に着目すると，ダクト面は両サイドをほかの 2つの側面

のダクト面で，軸方向（流れ方向）を補強部材（及び接続部材）で支持された長方形の

板とみなすことができる。そのため，鋼板を補強部材と両サイドのウェブで支持された

四辺単純支持長方形板とし評価を行う。自重等によりダクトに生じる曲げモーメントに

関し，ウェブでの応力分布が線形で，中立面がフランジの両側から等距離の中央線上に

あるとする。角ダクトのモデル図を図 5－8に示す。 

    b. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。 

 

   (2) 評価対象部位 

     評価対象部位及び評価内容を表 5－14に示す。 

 

表 5－14 評価対象部位及び評価内容 

評価対象部位 応力等の状態 

ダクト鋼板 

（本体） 

・曲げ 

・座屈 

 

   (3) 強度評価方法 

    a. 記号の定義 

      角ダクトの強度評価に用いる記号を表 5－15 に示す。 

 

表 5－15 角ダクトの強度評価に用いる記号（1/2） 

記号 単位 定義 

ａ mm ダクト幅 

ｂ mm ダクト高さ 

ｃ mm 補強ピッチ 

Ｄｐ kg/m2 単位面積あたりのダクト鋼板の質量 

Ｅ MPa ヤング率 

ｆ1 N ダクト自重による圧縮荷重 

ｆ2 N 面内荷重（外圧）による圧縮荷重 

g m/s2 重力加速度 

Ｌ mm ダクトサポートの支持間隔 

Ｍｐ N･mm 自重により作用する曲げモーメント 

Ｐ MPa ダクトにかかる外圧 

Ｐｏ Pa 運転圧 
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表 5－15 角ダクトの強度評価に用いる記号（2/2） 

記号 単位 定義 

ｔ mm ダクト板厚 

δｍａｘ mm 面外荷重によるダクト鋼板の最大変位量 

ΔＰ N/m2 設計竜巻の気圧低下量 

μ kg/m ダクト単位重量 

ν ― ポアソン比 

π ― 円周率 

σｍａｘ MPa 中心に生じる面外荷重による最大応力 

 

    b. 計算モデル 

 

図 5－8 角ダクトのモデル図 
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    c. 評価方法 

      ダクトにかかる外圧は，設計竜巻により発生する気圧差及び運転圧が影響するので， 

      Ｐ＝ΔＰ＋Ｐｏ 

 

     (a) 面外荷重による発生応力 

       四辺単純支持（周辺で水平，垂直方向の変位拘束，たわみ角は自由）の長方形板が

等分布荷重を受ける場合において，中心に生じる外圧及び自重による面外荷重により

作用する最大応力σｍａｘとその面外荷重によるダクト鋼板の最大変位量δｍａｘとの関

係は，以下の式で表される。 

       機械工学便覧に記載されている四辺単純支持の長方形板が等分布荷重を受ける場合

の長方形板の大たわみ式を引用する。 

σｍａｘ＝
π2・Ｅ・δｍａｘ

8 1－ν2

2－ν2 δｍａｘ＋4ｔ

ａ
2 ＋

ν δｍａｘ＋4ｔ

ｃ
2  

・・・・（5.3） 

256 1－ν2

π6・Ｅ・ｔ
4 Ｐ＋g・Ｄ

ｐ
＝

4

3

1

ａ
2＋

1

ｃ
2

2

δｍａｘ

ｔ
 

＋
4ν

ａ
2
・ｃ

2＋ 3－ν2
1

ａ
4＋

1

ｃ
4

δｍａｘ

ｔ

3

 

・・・・（5.4） 

       式（5.4）より得られるδｍａｘの値を式（5.3）へ代入し，σｍａｘを算出する。 

 

     (b) 面内荷重による発生応力 

      イ. 自重による発生応力 

        自重によりダクト鋼板に作用する圧縮荷重は，以下の式により算出する。 

ｆ
1
＝

Ｍ
ｐ

ｂ
 

        ここで， 

Ｍ
ｐ
＝
g・μ・Ｌ

2

8
 

 

      ロ. 外圧による発生応力 

        ダクト面内が受ける気圧差と運転圧による圧縮荷重は，以下の式により算出する。 

ｆ
2
＝ ａ＋2ｔ ・ ｂ＋2ｔ ・Ｐ・10-6 
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  5.2.5 丸ダクト（換気空調系） 

   (1) 評価の条件 

     丸ダクトの強度評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。 

    a. 丸ダクトは両端を補強部材で支持された円筒の梁とみなし，計算を行う。丸ダクトの

モデル図を図 5－9に示す。 

    b. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。 

 

   (2) 評価対象部位 

     評価対象部位及び評価内容を表 5－16に示す。 

 

表 5－16 評価対象部位及び評価内容 

評価対象部位 応力等の状態 

ダクト鋼板 

（本体） 

・曲げ 

・座屈 

 

   (3) 強度評価方法 

    a. 記号の定義 

      丸ダクトの強度評価に用いる記号を表 5－17 に示す。 

 

表 5－17 丸ダクトの強度評価に用いる記号（1/2） 

記号 単位 定義 

Ａ1 mm2 ダクト全断面積 

Ａ2 mm2 ダクト板の断面積 

ｄ1 mm ダクト内径 

ｄ2 mm ダクト外径 

g m/s2 重力加速度 

Ｌ mm ダクトサポートの支持間隔 

Ｍｐ N･mm 自重により作用する曲げモーメント 

Ｐ MPa ダクトにかかる外圧 

Ｐｏ Pa 運転圧 

ｒｍ mm ダクトの平均半径 

ｔ mm ダクト板厚 

Ｚ mm3 断面係数 

ΔＰ N/m2 設計竜巻の気圧低下量 

μ kg/m ダクト単位重量 

π ― 円周率 
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表 5－17 丸ダクトの強度評価に用いる記号（2/2） 

記号 単位 定義 

σｂ MPa ダクト自重による曲げ応力 

σＰｂ MPa 面内荷重（外圧）による圧縮応力 

σｃｒｉｐ1 MPa 外圧により生じる周方向応力 

 

    b. 計算モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5－9 丸ダクトのモデル図 

 

    c. 評価方法 

      ダクトにかかる外圧は，設計竜巻により発生する気圧差及び運転圧が影響するので， 

      Ｐ＝ΔＰ＋Ｐｏ 

 

     (a) 外圧により生じる周方向応力 

σ
ｃｒｉｐ1

＝
Ｐ・ｒ

ｍ

ｔ
 

 

     (b) 面内荷重による発生応力 

      イ. 自重による発生応力 

        自重によりダクト鋼板に作用する曲げ応力は，以下の式により算出する。 

σｂ＝
Ｍ

ｐ

Ｚ
 

  

σｃｒｉｐ1 

Ｐ 

ｒｍ 
ｔ 

自重 

Ｌ 

ｄ1 

ｄ2 σｂ＋σＰｂ 

ｃ：ダクト長さ 

ダクト溶接材・補強材 

ｒ：半径 

ｔ：板厚 

Ｐ：外圧 

Ｌ：サポートの支持間隔 

自重 
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        ここで， 

Ｍ
ｐ
＝
g・μ・Ｌ

2

8
 

Ｚ＝
π

32
・

ｄ
2

4
－ｄ

1

4

ｄ
2

 

 

      ロ. 外圧による発生応力 

        ダクト面内が受ける気圧差と運転圧による圧縮応力は，以下の式により算出する。 

σＰｂ＝Ｐ・
Ａ

1

Ａ
2

 

        ここで， 

Ａ
1
＝

π

4
・ｄ

2

2
 

Ａ
2
＝

π

4
・ ｄ

2

2
－ｄ

1

2
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  5.2.6 バタフライ弁（換気空調系） 

   (1) 評価の条件 

     バタフライ弁の強度評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。 

    a. 設計竜巻により発生する圧力とバタフライ弁の試験圧力との比較を行う。 

 

   (2) 評価対象部位 

     評価対象部位及び評価内容を表 5－18に示す。 

 

表 5－18 評価対象部位及び評価内容 

評価対象部位 応力等の状態 

耐圧部 ・変形 

 

   (3) 強度評価方法 

    a. 記号の定義 

      バタフライ弁の強度評価に用いる記号を表 5－19 に示す。 

 

表 5－19 バタフライ弁の強度評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ｐ MPa 内部圧力 

ΔＰ N/m2 設計竜巻の気圧低下量 

 

    b. 評価方法 

      内部圧力は，設計竜巻により発生する気圧差によって発生するので， 

      Ｐ＝ΔＰ 
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  5.2.7 ファン（換気空調系） 

   (1) 評価の条件 

     ファンの強度評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。 

    a. ファンは両端を補強部材で支持された円筒の梁とみなし，計算を行う。ファンのモデ

ル図を図 5－10に示す。 

    b. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。 

 

   (2) 評価対象部位 

     評価対象部位及び評価内容を表 5－20に示す。 

 

表 5－20 評価対象部位及び評価内容 

評価対象部位 応力等の状態 

ケーシング ・座屈 

 

   (3) 強度評価方法 

    a. 記号の定義 

      ファンの強度評価に用いる記号を表 5－21に示す。 

 

表 5－21 ファンの強度評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ｐ1 Pa 運転圧 

Ｐｂ Pa ファンケーシングに作用する圧力 

ｒｍ mm 平均半径 

ｔ mm ケーシング板厚 

ΔＰ N/m2 設計竜巻の気圧低下量 

σθ MPa 周方向応力 
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    b. 計算モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5－10 ファンのモデル図 

 

    c. 評価方法 

      ファンにかかる外圧は，設計竜巻により発生する気圧差及び運転圧が影響するので， 

Ｐ
ｂ
＝ΔＰ＋Ｐ

1
 

 

     (a) 外圧により生じる周方向応力 

σθ＝
Ｐ

ｂ
・ｒ

ｍ

ｔ
 

 

  

σθ 

ΔＰ＋Ｐ1 

ｒｍ 
ｔ 
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  5.2.8 消音器 

   (1) 評価の条件 

     消音器の強度評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。 

    a. 設計竜巻の風圧力による荷重及び自重に対する，取付ボルトの構造強度を 1質点系モ

デルとして計算を行う。ここで，風荷重の作用点は胴板高さの 1/2 とする。消音器のモ

デル図を図 5－11 に示す。 

    b. 自重については，設計荷重の抗力として作用する場合は質量が小さい方が安全側の評

価となることから，取付ボルトの構造強度評価において考慮しない。 

    c. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。 

 

   (2) 評価対象部位 

     評価対象部位及び評価内容を表 5－22に示す。 

 

表 5－22 評価対象部位及び評価内容 

評価対象部位 応力等の状態 

取付ボルト 

・引張 

・せん断 

・組合せ 

 

   (3) 強度評価方法 

    a. 記号の定義 

      消音器の強度評価に用いる記号を表 5－23に示す。 

 

表 5－23 消音器の強度評価に用いる記号（1/2） 

記号 単位 定義 

Ａｂ mm2 取付ボルトの断面積 

ｄ mm 取付ボルト呼び径 

ＦｂＡ N 軸方向における引張力 

ＦｂＨ N 軸直角方向における引張力 

ｈ mm 消音器重心高さ 

ℓ1Ａ mm 軸方向における取付ボルトから重心までの距離 

ℓ2Ａ mm 軸方向における取付ボルトから重心までの距離 

ℓ1Ｈ mm 軸直角方向における取付ボルトから重心までの距離 

ℓ2Ｈ mm 軸直角方向における取付ボルトから重心までの距離 

Ｎ ― 取付ボルト本数 

ｎｆＡ ― 軸方向における引張力を受ける取付ボルト本数 

ｎｆＨ ― 軸直角方向における引張力を受ける取付ボルト本数 
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表 5－23 消音器の強度評価に用いる記号（2/2） 

記号 単位 定義 

Ｑｂ N 取付ボルトに対するせん断力 

ＷＴ N 設計竜巻による複合荷重 

π ― 円周率 

σｂＡ MPa 軸方向における取付ボルトに生じる引張応力 

σｂＨ MPa 軸直角方向における取付ボルトに生じる引張応力 

τ MPa 取付ボルトに生じるせん断応力 

 

    b. 計算モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（軸直角方向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（軸方向） 

図 5－11 消音器のモデル図 

  

ＷＴ 

ＷＴ 

ｈ 

ｈ 

ℓ1Ｈ ℓ2Ｈ 

ℓ1Ａ ℓ2Ａ 

取付ボルト 

取付ボルト 
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    c. 評価方法 

     (a) 引張応力 

       取付ボルトに対する引張力は最も厳しい条件として，取付ボルトを支点とする転倒

を考え，これをもう片側の取付ボルトで受けるものとして計算する。 

 

      イ. 軸直角方向 

        引張力 

Ｆ
ｂＨ

＝
Ｗ

Ｔ
・ｈ

ℓ1Ｈ＋ℓ2Ｈ 

        引張応力 

σｂＨ＝
Ｆ

ｂＨ

ｎ
ｆＨ

・Ａ
ｂ

 

        ここで， 

Ａ
ｂ
＝

π

4
・ｄ

2
 

 

      ロ. 軸方向 

        引張力 

Ｆ
ｂＡ

＝
Ｗ

Ｔ
・ｈ

ℓ1Ａ＋ℓ2Ａ 

        引張応力 

σｂＡ＝
Ｆ

ｂＡ

ｎ
ｆＡ

・Ａ
ｂ

 

 

     (b) せん断応力 

       取付ボルトに対するせん断応力は，取付ボルト全本数で受けるものとして計算する。 

 

      イ. せん断力 

        Ｑｂ＝ＷＴ 

 

      ロ. せん断応力 

τ＝
Ｑ

ｂ

Ｎ・Ａ
ｂ
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  5.2.9 排気管及びミスト管 

   (1) 評価の条件 

     排気管及びミスト管の強度評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。 

    a. 配管は一定距離ごとにサポートによって支えられているため，風圧力による一様な荷

重を受ける単純支持梁として評価を行う。評価に用いる支持間隔はサポートの支持間隔

が最長となる箇所を用いる。排気管及びミスト管のモデル図を図 5－12 に示す。 

    b. サポート（配管支持構造物）については，建屋内外に関わらず地震に対して耐荷重設

計がなされており，配管本体に竜巻の風荷重が作用した場合でも，作用荷重は耐荷重以

下であるため，竜巻による荷重に対するサポートの設計は耐震設計に包絡される。 

    c. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。 

 

   (2) 評価対象部位 

     評価対象部位及び評価内容を表 5－24に示す。 

 

表 5－24 評価対象部位及び評価内容 

評価対象部位 応力等の状態 

配管本体 
・一次応力（曲げ応力

含む） 

 

   (3) 強度評価方法 

    a. 記号の定義 

      排気管及びミスト管の強度評価に用いる記号を表 5－25に示す。 

 

表 5－25 排気管及びミスト管の強度評価に用いる記号（1/2） 

記号 単位 定義 

Ｄ mm 管外径 

g m/s2 重力加速度 

Ｌ mm 支持間隔 

Ｍ N･m 風荷重により作用する曲げモーメント 

ｍ kg/m 単位長さ当たりの質量 

Ｐ MPa 内圧 

ｔ mm 板厚 

ＷＷ N/m 単位長さ当たりの風圧力による荷重 

ｗ N/m 単位長さ当たりの自重による荷重 

Ｚ mm3 断面係数 

π ― 円周率 
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表 5－25 排気管及びミスト管の強度評価に用いる記号（2/2） 

記号 単位 定義 

σ MPa 配管に生じる応力 

σＷＷ MPa 風圧力により生じる応力 

σ自重 MPa 自重により生じる応力 

σ内圧 MPa 内圧により生じる応力 

 

   b. 計算モデル 

 

 

 

 

 

 

 

（両端支持形状） 

 

 

 

 

 

 

 

（片持ち形状） 

図 5－12 排気管及びミスト管のモデル図 

 

    c. 評価方法 

     (a) 竜巻による応力計算 

      イ. 風圧力により生じる応力 

        風圧力による荷重が配管の支持スパンに等分布荷重として加わり，曲げ応力を発

生させるものとして，以下の式により算定する。 

        ・両端支持形状 

σＷＷ＝
Ｍ

Ｚ
＝

Ｗ
Ｗ
・Ｌ

2

8・Ｚ
 

        ・片持ち支持形状 

σＷＷ＝
Ｍ

Ｚ
＝

Ｗ
Ｗ
・Ｌ

2

2・Ｚ
 

ＷＷ 

ＷＷ 

Ｌ 

Ｌ 

ｔ 

ｔ 

Ｄ 

Ｄ 

サポート 

サポート 
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        ここで， 

Ｚ＝
π

32・Ｄ
Ｄ

4
－ Ｄ－2ｔ

4
 

 

     (b) 組合せ応力 

       竜巻荷重と組み合わせる荷重として，配管に常時作用する自重及び運転時に作用す

る内圧を考慮する。自重により生じる曲げ応力及び内圧により生じる一次一般膜応力

は，以下の式により算定する。 

 

      イ. 自重により生じる応力 

       ・両端支持形状 

σ自重＝
Ｍ

Ｚ
＝

ｗ・Ｌ
2

8・Ｚ
 

       ・片持ち支持形状 

σ自重＝
Ｍ

Ｚ
＝

ｗ・Ｌ
2

2・Ｚ
 

        ｗ＝ｍ・g 
 

      ロ. 内圧により生じる応力 

σ内圧＝
Ｐ・Ｄ

4・ｔ
 

 

       したがって，自重及び風圧力による荷重により生じる曲げ応力及び内圧により生じ

る一次一般膜応力を足し合わせ，配管に生じる応力は以下の式により算出する。 

       σ＝σ 自重＋σ 内圧＋σＷＷ 
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6. 適用規格 

  (1) 竜巻の影響を考慮する施設の強度評価に用いる適用規格は，Ⅵ-1-1-3-3-1「竜巻への配慮

に関する基本方針」による。 

 

  ・建築基準法及び同施行令 

  ・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補-1984」

（日本電気協会） 

  ・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987」（日本電気協会） 

  ・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1991 追補版」（日本電気協会） 

  ・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007」（日本機械学

会） 

  ・ISES7607-3「軽水炉構造機器の衝撃荷重に関する調査 その 3 ミサイルの衝突による構造

壁の損傷に関する評価式の比較検討」（昭和 51年 10 月高温構造安全技術研究組合） 

  ・タービンミサイル評価について（昭和 52年 7月 20 日原子炉安全専門審査会） 

  ・U.S.Nuclear Regulatory Commission:REGULATORY GUIDE 1.76,DESIGN-BASIS TORNADO AND 

TORNADO MISSILES FOR NUCLEAR POWER PLANTS,Revision1,March 2007 

  ・Methodology for Performing Aircraft Impacts Assessments for New Plant Designs 

（Nuclear Energy Institute 2011 Rev8（NEI07-13）） 

  ・「建築物荷重指針・同解説」（日本建築学会，2004 改定） 

  ・「鋼構造設計規準－許容応力度設計法－」（日本建築学会，2005 改定） 

  ・「各種合成構造設計指針・同解説」（日本建築学会，2010 改定） 

  ・「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」(日本建築学会，2010 改定) 

  ・「鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計と保有水平耐力－」（日本

建築学会，2001 改定） 

  ・「2015 年版 建築物の構造関係技術基準解説書」（国土交通省国土技術政策総合研究所・国

立研究開発法人建築研究所，2015） 

  ・日本産業規格（ＪＩＳ） 

 

 




